
永
正
年
間
の
今
川
氏
と
西
三
河
の
諸
勢
力
に
つ
い
て松

　
島
　
周
　
　
一

一

　
十
六
世
紀
初
頭
の
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
～
一
五
二
二
、
断
片
的
な

史
料
か
ら
辿
っ
て
い
く
と
、
三
河
は
相
次
ぐ
動
乱
の
中
に
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
が

乏
し
い
こ
と
も
あ
り
、
明
確
に
描
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
先
行
研
究

の
中
で
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
多
い
。
そ
の
最
も
重
要
な

成
果
は
、
新
行
紀
一
氏
に
よ
る
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
か
ら
の
大
乱
の

発
見
と
意
義
付
け
で
あ
ろ
う
。
三
河
地
域
史
の
背
景
と
な
っ
た
室
町
幕
府

政
治
史
へ
の
鋭
い
展
望
と
あ
わ
せ
て
、
新
行
氏
の
研
究
は
現
在
ま
で
の
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
平
野
明
夫
氏

に
よ
る
松
平
氏
の
実
像
の
追
及
も
重
要
で
あ
る
。
平
野
氏
の
研
究
は
安
城

松
平
家
を
中
心
に
、
松
平
氏
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
期
に
つ

い
て
も
、
事
実
関
係
の
確
認
を
着
実
に
進
め
て
い
て
、
依
拠
す
べ
ぎ
論
点

も
多
い
。
さ
ら
に
村
岡
幹
生
氏
に
よ
る
戦
国
期
西
三
河
の
情
勢
に
関
す
る

詳
細
な
検
討
は
、
現
在
の
最
新
の
研
究
成
果
と
し
て
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
十
有
余
年
の
研
究
史
は
、
十
五
世
紀

末
か
ら
十
六
世
紀
は
じ
め
の
、
戦
国
時
代
へ
と
移
ろ
う
西
三
河
の
歴
史
像

を
多
く
の
点
で
書
き
換
え
、
深
め
て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
上
で
な
お
、
史

料
の
乏
し
さ
な
ど
の
壁
に
よ
っ
て
、
不
明
な
部
分
の
多
い
こ
と
も
否
め
な

い
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は
、
諸
先
学
の
驥
尾
に
付
し
、
筆
者
な
り
に
当
該
期

西
三
河
の
様
相
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
づ
く
る
た
め
に
、
い
く
つ
か

の
角
度
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
て
み
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
三
河
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
時
、
ひ
と
つ
の
象
徴
的
な

「
史
料
」
が
あ
る
。
「
金
言
和
歌
集
」
の
中
の
一
首
と
、
そ
の
詞
書
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
室
町
時
代
の
武
人
に
よ
る
落
書
的
狂
歌
集
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、

お
お
よ
そ
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
以
降
に
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
と
い

う
。
同
年
の
、
細
川
政
元
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
将
軍
足
利
義
材
（
の
ち

義
尹
・
義
枝
）
の
失
脚
、
新
将
軍
義
遐
（
の
ち
義
高
・
義
澄
）
の
擁
立
と

い
う
い
わ
ゆ
る
明
応
の
政
変
を
背
景
と
し
て
、
「
叛
逆
者
細
川
政
元
一
党

を
痛
烈
に
非
難
し
義
枝
に
殉
ず
る
人
々
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
泰
平

を
願
い
義
枝
の
代
に
還
る
こ
と
を
祈
る
心
を
示
し
た
も
の
」
と
評
価
さ
れ
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る
。
す
な
わ
ち
義
材
方
の
視
点
か
ら
、
各
地
の
敵
味
方
の
区
分
や
勢
力
関

係
な
ど
に
関
わ
る
題
材
が
詠
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、
三
河
に
つ
い
て
触
れ
た
一
首
が
あ
る
。

史
料
ａ

　
　
　
　
細
川
成
之

　
　
　
　
さ
ん
州
（
讃
州
）
い
そ
き
く
参
河
国
を
し
ん
は
つ
（
進
発
）

　
　
　
　
あ
れ
か
し
と
諸
家
の
人
々
数
々
願
ひ
け
る
こ
ゝ
ろ
を
よ
み
侍
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す

　
　
勢
か
す
（
数
）
を
た
て
ゝ
参
河
の
国
を
な
と
せ
め
て
み
よ
し
（
三
好

　
　
=
三
好
之
長
）
に
も
た
せ
さ
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
（
　
）
内
は
松
島
注
。
以
下
同
」

　
こ
の
一
首
を
、
明
応
の
政
変
の
の
ち
、
三
河
を
め
ぐ
る
諸
勢
力
の
動
向

が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
た
か
を
窺
う
た
め
の
素
材
と
し
て
取
り
あ
げ

た
の
は
、
家
永
遵
嗣
氏
の
慧
眼
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
家
永
氏
の
研
究
に
導

か
れ
つ
つ
自
分
な
り
の
当
該
期
の
歴
史
像
を
描
い
て
い
る
者
で
あ
る
が
、

た
だ
、
こ
の
一
首
に
つ
い
て
の
家
永
氏
の
所
論
に
は
、
な
お
検
討
の
余
地

も
あ
る
と
思
う
。
家
永
氏
は
、
細
川
氏
の
主
流
で
あ
る
政
元
の
京
兆
家
に

対
し
て
義
材
が
ど
の
よ
う
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
え
る
視
角
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
阿
波
守
護
家
と
の
接
近
を
挙
げ
ら
れ
た
。
讃
岐
守
（
讃

州
）
で
あ
り
阿
波
と
三
河
の
守
護
職
を
持
つ
細
川
成
之
の
家
流
が
阿
波
守

護
家
で
あ
り
、
そ
れ
と
義
材
が
延
徳
三
年
（
一
四
九
二
段
階
で
接
近
す

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
末
柄
豊
氏
で
あ
る
。
そ
の
研
究
に
依
拠
し
つ

つ
、
明
応
の
政
変
段
階
で
の
京
兆
家
と
阿
波
守
護
家
の
対
抗
、
換
言
す
れ

ば
前
将
軍
義
材
と
阿
波
守
護
家
の
つ
な
が
り
を
窺
う
た
め
の
論
拠
の
ひ
と

つ
と
し
て
家
永
氏
が
注
目
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
「
金
言
和
歌
集
」
の
一
首

で
あ
っ
た
。
家
永
氏
は
、
義
材
に
従
う
者
た
ち
が
、
成
之
に
対
し
て
、
守

護
管
国
で
あ
る
三
河
に
配
下
の
三
好
之
長
を
出
兵
さ
せ
て
も
ら
い
た
い

（
そ
し
て
、
三
河
に
あ
る
自
分
た
ち
の
所
領
を
回
復
し
て
も
ら
い
た
い
）

と
期
待
し
て
い
る
、
と
こ
の
一
首
を
読
み
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
平
野
明
夫
氏
は
こ
こ
か
ら
、
当
時
三
河
に
在
国
し
て
い
た
成
之

の
軍
事
力
に
期
待
す
る
義
村
方
の
者
た
ち
が
、
早
く
軍
勢
を
整
え
（
「
勢

数
を
た
て
て
」
）
京
都
に
向
け
て
進
発
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
、
と

解
釈
さ
れ
る
。
三
河
な
ど
は
配
下
の
三
好
之
長
に
持
た
せ
て
お
け
ば
よ
い

の
に
’
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
氏
の
よ
う
な
解
釈
は

可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
「
せ
め
て
三
好
に
持
た
せ
さ
る
ら
ん
」
の
部

分
で
あ
る
。
両
氏
と
も
「
三
好
に
持
た
せ
た
い
」
と
の
意
味
で
捉
え
て
お

ら
れ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
は
逆
で
あ
っ
て
、
「
も
た
せ
さ
る
ら
ん
」
は

「
持
た
す
十
ざ
り
（
打
ち
消
し
の
助
動
詞
）
の
連
体
形
十
ら
ん
（
ら
む
＝

意
思
・
推
量
な
ど
の
助
動
詞
）
」
で
あ
る
。
「
ら
む
」
は
動
詞
・
助
動
詞
の

終
止
形
を
承
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
ラ
変
型
活
用
の
語
で
あ
れ
ば
そ

の
連
体
形
を
承
け
る
と
さ
れ
る
。
「
ざ
り
」
の
場
合
は
そ
れ
に
当
た
る
こ

と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
部
分
は
「
せ
め
て
（
攻
め
て
の
意
も
掛
け
ら

れ
て
い
よ
う
）
三
河
を
、
三
好
（
ひ
い
て
は
成
之
）
に
は
持
た
せ
な
い
よ

う
に
し
た
い
も
の
だ
、
持
た
せ
な
い
で
あ
ろ
う
」
な
ど
の
意
味
と
し
て
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
れ
は
義
材
方
に
よ
る
、
成
之
ら
阿

波
守
護
家
へ
の
期
待
の
歌
で
は
な
い
。
反
対
に
、
阿
波
守
護
家
に
よ
る
三

河
支
配
を
否
定
し
た
い
と
の
願
望
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

－98－



か
。
す
る
と
、
詞
書
と
あ
わ
せ
た
全
体
の
解
釈
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。

「
成
之
（
本
人
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
勢
力
）
に
は
早
く
三
河
か

ら
他
所
へ
出
勢
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
手
薄
に
な
っ
た
三
河
に
こ
ち

ら
側
の
軍
勢
を
送
り
込
み
、
成
之
配
下
の
三
好
之
長
が
仕
切
っ
て
い
る
三

河
の
情
勢
を
打
開
で
き
る
で
あ
ろ
う
に
…
…
」

　
以
上
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
筆
者
は
明
応
の
政
変
段
階
の
諸
勢
力
の
配

置
と
し
て
、
細
川
京
兆
家
と
阿
波
守
護
家
の
対
抗
、
後
者
と
義
材
と
の
呼

応
と
い
う
構
図
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
確
か
に
、
延
徳

三
年
頃
に
義
材
と
阿
波
守
護
家
の
接
近
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
明
応
の
政
変
に
よ
っ
て
義
材
が
失
脚
し
た
の
ち
は
、
成
之

も
政
元
の
陣
営
に
属
す
こ
と
を
敢
え
て
拒
ま
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
『
金
言
和
歌
集
』
の
一
首
を
根
拠
と
し
て
義
材
と
成

之
ら
の
提
携
を
考
え
る
こ
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
無
理
で
あ
り
、
む
し
ろ

反
対
に
、
政
元
側
に
属
す
る
成
之
や
三
好
之
長
に
対
す
る
義
材
側
の
反
発

と
呪
誼
を
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
は
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
新
行

紀
一
氏
の
「
…
…
成
之
は
、
当
然
な
が
ら
宗
家
政
元
と
一
体
で
あ
り
、
分

国
三
河
も
Ｉ
応
政
元
方
と
み
て
よ
い
」
と
の
見
解
が
や
は
り
最
も
自
然

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
首
に
寵
め
ら
れ
た
義
材
側
の
思
い
が
具
体
化

し
た
現
象
の
ひ
と
つ
こ
そ
が
、
義
材
と
通
じ
た
今
川
氏
親
と
伊
勢
宗
瑞
に

よ
る
、
永
正
三
年
か
ら
の
三
河
侵
攻
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
新
行
氏

の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
そ
れ
は
「
局
地
的
に
は
諸
書
の
伝
え
る
戸
田
と
牧

野
の
領
地
争
い
に
発
し
た
も
の
と
し
て
も
、
大
局
的
に
は
反
政
元
派
の
活

動
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。
家
永
氏
は
、
奉

公
衆
の
所
領
が
集
中
す
る
三
河
の
支
配
は
、
奉
公
衆
の
動
向
を
規
定
す
る

と
し
て
、
義
村
方
と
義
澄
方
と
の
「
対
決
点
」
に
な
っ
て
い
た
と
評
価
さ

れ
た
。
筆
者
は
、
義
澄
・
政
元
方
に
属
す
る
成
之
の
守
護
管
国
で
あ
っ
た

三
河
に
対
し
て
の
、
義
材
方
か
ら
の
攻
勢
と
い
う
構
図
か
ら
で
は
あ
る
が
、

家
永
氏
の
提
示
さ
れ
た
三
河
の
位
置
づ
け
、
そ
の
重
要
性
の
指
摘
に
は
従

う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
以
下
で
述
べ
て
い
く
の
は
、
そ
う
し
た
幕
府
分
裂
の
「
対
決
点
」
と
い

う
条
件
下
で
混
乱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
当
該
期
の
西
三
河
の
情
勢
に
つ

い
て
、
い
く
つ
か
の
史
料
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み
よ
う
と
の
試
み
で

あ
る
。

二

　
ま
ず
、
吉
良
氏
の
動
向
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
た
い
。
以
下
で
は
特
に
、

そ
の
主
流
で
あ
っ
た
西
条
の
吉
良
氏
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
、

そ
れ
を
吉
良
氏
と
表
記
す
る
。
永
正
年
間
前
後
の
吉
良
氏
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
研
究
史
に
基
づ
き
な
が
ら
、
筆
者
な
り
の
展
望
を
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
。
当
時
の
吉
良
の
当
主
は
義
信
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
明
応
の
政
変
に

よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
足
利
義
澄
と
は
関
係
が
悪
化
し
て
お
り
、
前
将
軍
義

材
（
義
尹
）
と
連
携
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
の

今
川
勢
に
よ
る
三
河
侵
攻
に
お
い
て
も
、
彼
が
義
尹
と
の
仲
介
を
務
め
て

い
た
の
で
あ
り
、
永
正
五
年
に
義
尹
が
将
軍
に
復
帰
し
た
の
ち
は
、
そ
の

近
臣
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
次
の
「
宗
長
手
記
」
の
一
節
は
、

そ
う
し
た
義
信
の
活
動
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
宗
長
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が
大
水
二
年
（
一
五
二
二
）
に
回
想
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
文
亀
年
間
（
一
五
〇
一
～
一
五
〇
四
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
筆
者

は
推
測
し
た
。

史
料
ｂ

　
　
…
…
又
、
河
西
村
櫛
堀
江
下
野
守
数
年
の
舘
、
浜
名
の
海
南
北
に
め

　
　
ぐ
り
、
本
城
・
外
城
、
黒
山
と
云
、
早
雲
庵
（
伊
勢
宗
瑞
）
　
・
備
中

　
　
守
（
朝
比
奈
泰
煕
）
相
談
せ
ら
れ
、
当
国
諸
軍
勢
う
ち
よ
せ
、
両
三

　
　
日
に
落
居
す
、
浜
松
庄
〔
吉
良
殿
御
知
行
〕
奉
行
大
河
内
備
中
守

　
　
（
貞
綱
）
、
堀
江
下
野
守
に
く
み
し
て
う
せ
ぬ
、
其
刻
、
飯
尾
善
四
郎

　
　
賢
連
、
吉
良
よ
り
申
下
さ
れ
、
し
ば
ら
く
奉
行
と
す
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
〔
　
〕
内
は
割
注
部
分
。
以
下
同
一

　
こ
れ
は
今
川
氏
が
遠
江
の
支
配
を
斯
波
氏
と
争
い
、
そ
の
勢
力
を
駆
逐

し
て
い
く
過
程
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
は
今

川
氏
親
の
伯
父
と
し
て
そ
の
活
動
を
補
佐
し
て
い
た
し
、
朝
比
奈
泰
煕
も

今
川
氏
の
遠
江
経
営
を
支
え
た
有
力
者
で
あ
る
。
吉
良
義
信
の
「
奉
行
」

（
す
な
わ
ち
代
官
で
あ
ろ
う
）
と
し
て
浜
松
庄
を
管
轄
し
て
い
た
大
河
内

貞
綱
が
そ
う
し
た
今
川
方
と
争
い
、
結
局
、
義
信
は
貞
綱
を
更
迭
し
た
と

の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
貞
綱
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
永
正
十
四
年
（
一
五

一
七
）
に
敗
死
す
る
ま
で
、
反
今
川
の
戦
い
を
遠
江
で
繰
り
返
す
こ
と
に

な
る
が
、
そ
う
し
た
人
物
を
更
迭
し
た
こ
と
自
体
、
文
亀
当
時
の
情
勢
か

ら
み
れ
ば
、
吉
良
義
信
に
よ
る
、
同
じ
義
村
方
の
今
川
氏
へ
の
協
力
的
な

姿
勢
を
示
す
と
評
価
し
得
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貞
綱
に
代
わ
っ
た

飯
尾
賢
連
は
そ
の
子
乗
連
と
と
も
に
、
以
後
も
浜
松
庄
の
代
官
を
務
め
つ

づ
け
た
こ
と
が
、
や
は
り
『
宗
長
手
記
』
か
ら
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
大

水
二
年
の
記
事
か
ら
。

史
料
ｃ

　
　
浜
松
庄
奉
行
、
今
は
飯
尾
善
四
郎
乗
連
、
こ
こ
に
一
両
日
逗
留
、
…

　
　
に

　
次
に
大
水
六
年
の
部
分
で
は
、

史
料
ｄ

　
　
天
竜
河
の
西
、
浜
松
庄
、
飯
尾
善
四
郎
宿
所
、
・
…
…

　
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
推
移
か
ら
は
、
飯
尾
氏
が
遠
江
支
配
を
確
立
し
つ

つ
あ
っ
た
今
川
氏
と
協
調
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。

文
亀
年
間
に
そ
う
し
た
飯
尾
氏
が
浜
松
生
の
代
官
と
な
っ
た
こ
と
は
、
今

川
氏
に
と
っ
て
は
遠
江
西
部
の
安
定
に
つ
な
が
る
要
素
で
あ
り
、
ひ
い
て

は
義
澄
・
政
元
側
に
属
す
る
三
河
へ
の
来
る
べ
き
侵
攻
が
そ
れ
だ
け
容
易

に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
永
正
三
年
当
時
の
吉
良
義
信
が
、
三
河
に
侵
攻
し
た
今
川
氏
親
・
伊
勢

宗
瑞
に
対
し
て
、
従
来
の
行
き
掛
か
り
を
廃
し
て
連
携
し
よ
う
と
し
て
い

た
こ
と
は
、
例
え
ば
巨
海
氏
の
例
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
巨
海
氏
が
吉
良
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
「
宗
長
手
記
」

に史
料
ｅ

　
　
…
…
（
〈
コ
川
）
義
忠
入
国
、
子
細
は
、
河
匂
庄
〔
普
光
院
領
〕
　
・
懸

　
　
川
庄
、
普
広
院
（
足
利
義
教
）
の
改
替
、
と
も
に
御
判
あ
り
て
、
入

　
　
部
の
事
、
其
時
、
狩
野
宮
内
少
輔
と
云
も
の
、
遠
州
守
護
代
職
、
吉
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良
殿
の
う
ち
巨
海
新
左
衛
門
尉
、
此
庄
を
請
所
に
し
て
在
庄
、
よ
き

　
　
城
を
か
ま
へ
、
狩
野
と
中
合
、
入
部
を
違
乱
す
、
し
か
る
に
義
忠
自

　
　
身
進
発
、
（
寛
正
六
年
＝
一
四
六
五
）
八
月
よ
り
十
一
月
ま
で
狩
野

　
　
が
城
府
中
せ
め
ら
る
、
同
廿
日
、
責
お
と
さ
れ
、
狩
野
生
害
す
、
…

　
　
・
：
当
国
（
遠
江
）
事
、
応
仁
年
中
、
細
川
讃
州
（
成
之
）
　
・
参
河
守

　
　
護
代
東
条
近
江
守
国
氏
等
、
牟
楯
に
っ
き
て
合
力
の
事
、
伊
勢
守

　
　
（
伊
勢
貞
親
）
し
て
被
仰
下
、
依
其
忠
、
国
の
御
判
な
さ
る
べ
き
に

　
　
て
、
宮
内
少
輔
・
巨
海
退
治
…
…

　
と
の
、
大
永
二
年
に
記
さ
れ
た
回
想
記
事
が
あ
る
（
こ
の
内
容
は
寛
正

六
年
（
一
四
六
五
）
の
も
の
）
こ
と
か
ら
確
認
で
き
よ
う
。
同
時
に
こ
こ

か
ら
は
、
そ
の
巨
海
氏
（
新
左
衛
門
尉
）
が
、
が
っ
て
は
今
川
と
厳
し
く

敵
対
し
て
い
た
こ
と
も
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
巨
海
氏
が
、
永
正
・

三
年
（
閏
十
一
月
と
あ
る
こ
と
で
年
次
を
確
定
で
き
る
）
の
次
の
史
料
に

あ
ら
わ
れ
る
。

史
料
ｆ

　
　
今
度
（
今
川
）
氏
親
御
供
申
、
参
州
罷
越
候
処
、
種
々
御
懇
切
、
上

　
　
意
共
布
令
存
候
、
然
者
氏
親
被
得
御
本
意
候
、
至
于
我
等
式
令
満
足

　
　
候
、
此
等
之
儀
可
中
上
候
処
、
遮
而
御
書
誠
辱
令
存
候
、
如
斯
趣
、

　
　
猶
巨
海
越
中
守
方
披
露
可
被
申
候
由
、
可
預
御
披
露
候
、
恐
惶
頓
首

　
　
謹
言
、

　
　
　
　
　
閏
十
一
月
七
日
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
）
宗
瑞
（
花
押
影
）

　
　
　
　
巨
海
越
中
守
殿

　
こ
の
難
解
な
史
料
に
正
確
な
解
釈
を
施
し
た
の
は
家
永
遵
嗣
氏
で
あ

り
、
「
今
川
氏
親
の
三
河
侵
攻
が
上
首
尾
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
（
前
将
軍

義
尹
に
対
し
て
は
）
私
（
巨
海
越
中
守
）
の
方
か
ら
披
露
い
た
し
ま
す
』

と
（
吉
良
義
信
に
対
し
て
）
申
し
上
げ
て
ほ
し
い
」
と
の
意
に
読
み
取
る

こ
と
を
示
さ
れ
た
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
出
せ
る
の
は
、

巨
海
越
中
守
（
ひ
い
て
は
吉
良
義
信
）
が
今
川
氏
と
義
尹
を
つ
な
ぐ
窓
口

と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
か
つ
て
今
川
氏
親
の
父
で
あ
る
義
忠
と
争

っ
た
巨
海
氏
が
、
四
十
年
余
り
を
経
て
、
今
度
は
今
川
氏
の
軍
事
活
動
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
側
に
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
義
材
（
義
尹
・
義
稙
）
が
将
軍
の
地
位
に
復
活
し
た
永
正
五

年
以
降
、
次
第
に
吉
良
義
信
は
今
川
氏
と
の
対
立
へ
と
ス
タ
ン
ス
を
移
動

し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
窺
う
た
め
の
事
例
と
し
て
、
『
宗
長

手
記
』
の
次
の
一
節
（
十
頁
）
に
着
目
で
き
よ
う
。

史
料
ｇ

　
　
又
八
、
九
年
し
て
、
大
河
内
備
中
守
、
お
ほ
け
な
き
く
は
だ
て
、
浜

　
　
松
庄
に
打
人
、
引
馬
に
し
て
当
国
牢
人
等
百
姓
以
下
を
楯
籠
ら
す
、

　
　
則
（
朝
比
奈
泰
煕
が
）
発
向
、
今
度
は
悉
寺
庵
在
家
放
火
、
大
河
内

　
　
及
生
害
処
、
さ
れ
ど
も
吉
良
殿
、
御
代
官
に
つ
き
て
懇
望
、
先
以
免

　
　
ぜ
ら
れ
、
各
帰
陣
、
…
…

　
こ
れ
も
大
永
二
年
の
記
事
に
含
ま
れ
る
回
想
部
分
で
あ
る
が
、
筆
者
は

そ
の
内
容
を
永
正
六
年
の
末
よ
り
あ
と
、
翌
七
年
に
か
け
て
の
も
の
と
推

定
し
、
貞
綱
の
活
動
を
、
永
正
五
年
の
三
河
で
の
今
川
勢
の
敗
軍
か
ら
つ

づ
く
、
「
三
河
勢
」
の
反
攻
と
遠
江
へ
の
侵
攻
と
い
う
展
開
の
一
環
と
し

て
捉
え
た
。
吉
良
氏
は
有
力
な
被
官
の
反
今
川
の
活
動
を
容
認
し
、
「
御
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代
官
」
と
し
て
庇
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
浜

松
庄
の
代
官
は
今
川
氏
と
協
調
的
な
飯
尾
氏
が
担
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、

そ
こ
に
は
今
川
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
し
切
れ
な
い
ま

ま
、
迷
い
揺
れ
動
く
吉
良
氏
の
姿
勢
も
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
巨
海
氏
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
永
正
五
年
と
推
定
さ
れ
る
次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

史
料
ｈ

　
　
今
度
於
参
州
十
月
十
九
日
合
戦
、
当
手
小
勢
二
候
処
、
預
御
合
力
候
、

　
　
令
祝
着
候
、
御
粉
骨
無
比
類
之
段
、
屋
形
様
（
今
川
氏
親
）
江
中
入

　
　
候
、
猶
自
朝
比
奈
弥
三
郎
（
泰
以
）
方
可
在
伝
聞
候
、
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
十
一
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
）
宗
瑞
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
巨
海
越
中
守
殿

　
こ
の
史
料
は
、
同
日
付
で
駿
河
国
人
の
伊
達
蔵
人
佑
（
忠
宗
ヵ
）
に
送

ら
れ
た
書
状
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
宗
瑞
が
自
軍
の
不
利
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
永
正
五
年
の
今
川
勢
の
敗
軍
を
示
す
史
料
の
ひ
と

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
今
川
勢
の
敗
北
と
三
河
か
ら
の
撤
退
と
い
う
事
態
に

際
し
て
、
大
河
内
は
数
年
間
の
沈
黙
を
破
っ
て
、
再
び
遠
江
に
入
り
、
反

今
川
の
戦
い
を
は
じ
め
た
。
一
方
、
巨
海
越
中
守
は
当
面
は
姿
勢
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
今
川
を
援
助
す
る
動
き
を
見
せ
る
。
吉
良
義
信
の
下

で
有
力
被
官
の
対
応
も
分
裂
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
義
信
自
身
の

迷
い
を
示
す
現
象
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
巨
海
は
こ
う
し
た
姿
勢
を
長
く
維
持
し
つ
づ
け
た
と
い
う
訳

で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
、
大
河
内
貞

綱
に
よ
る
今
川
氏
と
の
最
終
的
な
対
決
と
敗
北
に
つ
い
て
『
宗
長
手
記
』

は
こ
う
記
す
。

史
料
ｉ

　
　
…
…
又
、
此
刻
を
え
て
、
大
河
内
、
当
国
牢
人
等
、
信
濃
の
国
人
を

　
　
催
し
、
武
衛
（
斯
波
義
達
）
を
か
た
ら
ひ
申
、
天
竜
川
前
後
左
右
在

　
　
々
所
々
押
領
す
、
。
…
…
（
朝
比
奈
時
茂
ら
が
）
敵
の
城
六
つ
七
っ
め

　
　
ぐ
り
五
十
余
町
の
内
お
ひ
こ
め
、
六
月
よ
り
八
月
ま
で
責
ら
る
、
・
…

：
大
河
内
兄
弟
父
子
。
巨
海
。
高
橋
其
外
楯
寵
傍
輩
数
輩
、
あ
る
は

　
　
討
死
、
あ
る
は
討
捨
、
あ
る
は
生
捕
、
男
女
落
行
鉢
、
目
も
あ
て
ら

　
　
れ
ず
ぞ
有
し
、
…
…

　
こ
の
巨
海
が
、
前
出
の
巨
海
越
中
守
で
あ
る
の
か
、
そ
の
一
族
で
あ
る

の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
た
と
え
一
族
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
つ

て
は
吉
良
氏
の
下
で
親
今
川
の
立
場
に
あ
っ
た
巨
海
氏
の
中
か
ら
で
さ

え
、
大
河
内
貞
綱
と
と
も
に
今
川
勢
と
戦
い
、
敗
死
す
る
よ
う
な
者
が
あ

ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
吉
良
氏
の
被
官
た
ち
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
動
揺
を
見
せ
な
が
ら
も
、
大
筋
と
し
て
は
今
川
氏
と
対
抗
す
る
姿
勢

を
強
め
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
吉
良
氏
の
浜
松
庄
代
官
を
務
め

る
飯
尾
氏
が
、
大
河
内
・
巨
海
の
敗
北
の
の
ち
も
、
そ
の
地
位
を
保
ち
つ

づ
け
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
い
わ
ば
飯
尾
氏
は
、
吉
良
家
と
い
う
組

織
に
お
い
て
、
反
今
川
路
線
が
主
流
と
な
る
中
、
親
今
川
路
線
を
踏
襲
し

つ
づ
け
た
部
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
徹
底
し
た
反
今
川
の
大
河
内

貞
綱
、
か
つ
て
の
反
今
川
か
ら
親
今
川
へ
、
そ
し
て
再
び
反
今
川
へ
と
揺

れ
た
巨
海
氏
、
そ
し
て
親
今
川
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
飯
尾
氏
。
こ
う
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し
た
三
様
の
被
官
の
姿
は
、
幕
府
政
治
に
お
い
て
も
、
三
河
・
遠
江
の
現

地
に
お
い
て
も
、
今
川
や
斯
波
と
い
う
守
護
ク
ラ
ス
の
有
力
者
と
否
応
な

し
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
の
動
揺
を
免
れ
な
か
っ
た
永
正
年

間
前
後
の
吉
良
氏
の
相
貌
を
、
よ
く
示
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

三

　
永
正
八
年
（
一
五
一
二
、
今
川
氏
親
の
家
臣
で
あ
る
福
嶋
範
為
か
ら

京
都
の
相
阿
弥
へ
と
、
次
の
よ
う
な
書
状
が
出
さ
れ
た
。

史
料
丿

　
　
　
　
　
尚
々
路
次
不
自
由
之
処
、
結
句
武
衛
（
斯
波
義
達
）
出
張
二

　
　
　
　
　
付
候
て
御
礼
遅
々
候
、
余
二
無
沙
汰
之
様
二
可
被
思
召
候
条
、

　
　
　
　
　
先
被
申
入
候
、
春
ハ
早
々
御
礼
可
被
申
候
、
能
々
御
意
得
肝

　
　
　
　
　
要
候
、
又
面
白
小
絵
な
と
、
又
作
之
太
刀
、
又
ハ
刀
、
御
床

　
　
　
　
　
敷
候
、
今
度
紛
失
候
哉
、
自
然
候
ハ
ヽ
可
承
候
、
春
可
給
候
、

　
　
　
　
　
又
旱
雲
庵
（
伊
勢
宗
瑞
）
も
、
此
間
者
当
地
之
事
候
間
、
御

　
　
　
　
　
う
ハ
さ
の
ミ
申
候
、
哀
御
隙
の
候
ハ
ヽ
、
与
風
御
下
候
へ
か

　
　
　
　
　
し
と
申
事
ニ
て
候
、
何
事
も
重
而
可
申
候
、

　
　
　
為
御
礼
堆
侍
者
（
承
堆
）
被
上
候
間
、
条
々
彼
口
上
二
申
候
、
雖

　
　
　
不
始
儀
候
、
万
飯
尾
江
州
（
貞
連
）
　
・
杉
方
へ
可
預
御
取
合
候
、

　
　
　
其
以
後
江
州
之
儀
如
何
御
下
知
候
哉
、
遠
州
武
衛
就
出
張
、
是
も

　
　
　
以
口
上
申
子
細
候
、
関
東
事
河
越
（
上
杉
朝
良
）
与
早
雲
和
談
候

　
　
　
之
間
、
一
方
隙
明
候
、
西
口
之
儀
も
此
上
候
条
、
早
雲
庵
被
相
談

　
　
　
候
間
、
猶
々
安
候
、
可
御
心
安
候
、

　
　
一
、
進
上
之
御
馬
ハ
無
通
路
候
間
、
尾
州
智
多
よ
り
下
候
て
上
之
方

　
　
　
を
憑
、
荷
を
付
候
て
被
上
候
、
然
間
大
内
殿
（
義
興
）
　
・
杉
方
へ

　
　
　
屋
形
（
今
川
氏
親
）
進
覧
之
馬
者
、
春
可
上
進
之
由
候
て
、
書
状

　
　
　
に
ハ
被
申
候
へ
共
、
只
今
ハ
不
被
上
候
、
可
有
御
心
得
候
、

　
　
一
、
彼
使
者
、
甲
斐
を
信
州
へ
廻
、
三
河
通
尾
州
智
多
へ
廻
候
て
、

　
　
　
京
着
候
、
か
様
之
儀
ハ
、
何
へ
も
書
状
に
ハ
不
被
申
候
間
、
貴
所

　
　
　
能
々
御
意
得
候
て
、
江
州
へ
も
杉
方
へ
も
仰
届
候
て
可
給
候
、

　
　
一
、
三
条
殿
（
正
親
町
三
条
公
兄
）
御
方
之
御
事
、
先
度
も
如
申
候
、

　
　
　
於
氏
親
不
及
是
非
候
へ
共
、
又
左
様
に
も
不
被
申
半
候
間
、
可
然

　
　
　
様
二
何
へ
も
可
預
御
調
候
、
是
も
口
上
二
申
候
、

　
　
一
、
飯
尾
江
州
遠
州
羽
鳥
之
事
、
度
々
承
候
、
大
概
領
状
被
申
候
、

　
　
　
態
夏
初
晨
参
を
被
下
候
、
彼
方
四
、
五
日
間
二
可
上
由
候
間
、
委

　
　
　
者
共
時
可
申
候
、
大
方
是
も
堆
侍
者
二
申
候
、

　
　
一
、
何
へ
も
進
覧
之
物
共
注
文
可
有
之
候
、
堆
侍
者
可
被
得
御
意
候
、

　
　
　
猶
々
委
口
上
二
申
候
閲
、
令
省
略
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
十
一
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（
福
嶋
）
範
為
（
花
押
）

　
　
　
　
相
阿
　
御
宿
所

　
こ
の
う
ち
、
遠
江
国
羽
鳥
庄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
か
ら
、
こ
れ

が
永
正
八
年
の
も
の
と
わ
か
る
。
こ
の
年
四
月
か
ら
翌
永
正
九
年
十
月
頃

に
か
け
て
、
範
為
は
幕
府
奉
行
人
で
あ
っ
た
飯
尾
貞
連
と
の
間
で
何
通
も

の
書
状
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
。
そ
の
間
に
は
、
連
歌
師
の
宗
長
が
仲
介

に
入
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
将
軍
義
尹
（
義
枝
）
の
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同
朋
衆
で
あ
っ
た
相
阿
弥
真
相
に
宛
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
、

そ
の
一
連
の
書
状
の
中
で
は
、
こ
の
史
料
ｊ
も
確
か
に
羽
鳥
庄
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
も
様
々
な
事
柄
を
取
り
あ
げ
て
い

る
こ
と
が
目
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
を
見
て
い
く
と
、
こ
れ

が
同
朋
衆
宛
て
で
は
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
将
軍
や
そ
の
周
辺
の
有
力

者
に
伝
わ
る
よ
う
意
図
し
て
書
か
れ
た
書
状
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　
は
じ
め
の
部
分
で
は
、
飯
尾
貞
連
や
「
杉
方
」
へ
の
取
り
成
し
を
求
め

る
と
共
に
、
遠
江
で
斯
波
義
達
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
（
こ
れ
は
駿
河
の

今
川
氏
が
京
都
と
の
連
絡
の
た
め
の
大
動
脈
を
遮
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
あ
と
の
条
文
で
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
貞
連
や
大
内
義
興

に
不
義
理
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
弁
明
に
つ
な
が
っ
て
い
く
）
、
し
か

し
今
川
氏
の
背
後
で
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
関
東
の
情
勢
が
北
条
早
雲
に

よ
っ
て
好
転
し
つ
つ
あ
り
、
遠
江
で
の
事
態
の
打
開
も
視
野
に
入
っ
て
き

て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
杉
方
」
は
当
時
、
京
都
で
義

尹
を
支
え
て
い
た
大
内
義
興
の
被
官
で
あ
る
杉
氏
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次

の
二
ヶ
条
か
ら
は
、
義
尹
政
権
の
中
枢
に
い
る
大
内
義
興
と
杉
氏
の
主
従

に
、
今
川
氏
親
が
好
み
を
通
じ
よ
う
と
し
て
、
良
馬
を
贈
ろ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
尾
張
を
支
配
し
遠
江
に
も
勢
力
を
も
つ
斯
波

氏
と
の
対
立
の
た
め
に
真
っ
直
ぐ
東
海
道
を
通
る
こ
と
が
出
来
ず
、
駿
河

か
ら
甲
斐
。
信
濃
を
経
由
し
て
三
河
を
抜
け
、
智
多
半
島
（
現
在
は
知
多

で
あ
る
が
、
当
時
の
表
記
は
智
多
で
あ
る
。
小
稿
で
は
特
に
断
ら
な
い
限

り
、
こ
ち
ら
の
表
記
を
用
い
る
）
に
入
る
ル
ー
ト
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
智
多
は
そ
う
で
は
な
い
が
、
尾
張
に
入
る
と
そ
こ
は
敵
対
す
る

斯
波
氏
の
領
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
地
を
通
過
す
る
に
は
偽
装
が
必

要
で
あ
り
、
智
多
半
島
で
荷
物
を
運
ぶ
駄
馬
の
よ
う
に
装
っ
て
か
ら
、
京

都
に
向
か
う
と
い
う
手
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
年
明
け
に
は
馬
を
贈

る
心
算
で
い
た
が
、
そ
れ
は
間
に
合
い
そ
う
も
な
い
の
で
、
そ
の
取
り
成

し
も
相
阿
弥
に
頼
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
当
時
、
駿
府
に
い
た
正
親
町
三
条
公
兄
に
つ
い
て
も
京
都

で
の
立
場
が
ま
ず
く
な
ら
な
い
よ
う
取
り
成
し
を
求
め
て
お
り
、
さ
ら
に

尚
々
書
で
は
、
も
し
貴
重
な
品
物
の
紛
失
な
ど
が
あ
れ
ば
言
っ
て
き
て
ほ

し
い
と
も
述
べ
る
。
こ
れ
は
同
年
八
月
に
京
都
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
が
あ
り
、

一
度
は
京
か
ら
逃
れ
た
義
尹
や
義
興
が
、
船
岡
山
の
戦
い
で
細
川
澄
元
・

細
川
政
賢
ら
の
軍
勢
を
打
ち
破
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
言
及
で
あ

ろ
う
。
も
し
、
そ
の
混
乱
の
中
で
失
わ
れ
た
貴
重
品
が
あ
れ
ば
、
今
川
か

ら
代
替
品
を
贈
り
た
い
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
た
め
の
道
筋
は
、
前
記
の
よ
う
に
か
な
り
の
困
難
を
伴
っ
て

踏
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
敢
え
て
行
な
う
姿

勢
を
、
今
川
氏
は
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
状
は
、
京
都
で
当

面
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
義
尹
政
権
に
、
今
川
氏
が
二
重
三
重
に
懇
篤
な

連
携
の
意
思
を
示
し
た
「
外
交
」
文
書
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
た
も
の
と

い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
「
外
交
」
を
義
尹
の
政
権
に
対
し
て
行
な
う
必
要
が
、
当
時

の
今
川
氏
の
側
に
は
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
点
で
興

味
深
い
内
容
を
持
つ
。
お
そ
ら
く
義
尹
と
対
立
す
る
足
利
義
澄
の
書
状
と

見
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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史
料
ｋ

　
　
前
日
向
順
恰
入
候
、
さ
て
ハ
去
年
に
て
候
ひ
し
か
、
今
河
五
郎
（
氏

　
　
親
）
　
・
伊
勢
新
九
郎
入
道
（
宗
瑞
）
か
た
へ
書
状
を
つ
か
ハ
し
候
処
、

　
　
新
九
郎
人
道
ハ
追
而
礼
を
申
へ
き
よ
し
申
、
五
郎
ハ
不
能
返
答
候
、

　
　
西
国
（
細
川
氏
カ
）
辺
申
合
候
間
、
如
何
之
由
申
候
哉
、
内
儀
候
、

　
　
今
川
事
、
勝
幢
院
（
足
利
政
知
）
、
東
山
殿
（
足
利
義
政
）
　
へ
も
申

　
　
入
、
別
而
近
年
迄
も
無
等
閑
由
候
つ
る
に
、
如
北
事
非
本
意
候
、
然

　
　
共
打
過
候
事
候
、
所
詮
重
而
自
然
時
者
、
被
致
忠
節
候
者
、
可
為
本

　
　
望
之
由
、
申
下
度
候
、
為
三
条
（
亜
脱
力
）
相
一
け
ふ
（
行
）
候
由

　
　
候
、
可
有
伝
語
候
、
大
夫
浮
世
之
体
、
難
憑
体
候
、
此
書
状
披
見
以

　
　
後
早
破
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
部
卿
（
冷
泉
為
広
カ
）
殿

　
差
出
人
は
、
今
川
氏
親
を
「
五
郎
」
と
呼
び
捨
て
、
ま
た
堀
越
公
方
政

知
が
か
つ
て
幕
府
の
大
御
所
で
あ
っ
た
義
政
に
今
川
氏
を
取
り
な
し
て
い

た
、
と
恩
を
売
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
知
の
実
子
で
あ
っ
た

義
澄
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
家
永
遵
嗣
氏
に
よ
れ
ば
、
明
応
の
政

変
の
の
ち
、
氏
親
と
宗
瑞
は
細
川
政
元
と
義
高
（
義
澄
）
の
政
権
と
提
携

し
て
い
た
が
、
の
ち
に
義
尹
方
に
立
場
を
変
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
少

な
く
と
も
永
正
三
年
の
今
川
氏
に
よ
る
三
河
侵
攻
ま
で
に
は
、
そ
の
転
換

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「
別
而
近
年
迄
も
無
等
閑
由
候
つ
る
に
、

如
此
事
非
本
意
候
」
す
な
わ
ち
つ
い
こ
の
間
ま
で
は
今
川
も
自
分
に
対
し

て
忠
節
を
尽
く
す
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
現
在
の
疎
遠
な
態
度
は
何
事
で

あ
る
か
、
と
の
恨
み
が
ま
し
い
調
子
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
て
い

る
と
み
れ
ば
、
義
澄
の
言
葉
と
し
て
納
得
が
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
は
ま
ず
こ
の
書
状
の
差
出
人
を
義
澄
と
比
定
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
義
澄
の
恨
み
節
と
叱
責
を
、
書
状
の
宛

名
と
な
っ
て
い
る
「
民
部
卿
」
は
、
氏
親
や
宗
瑞
に
「
伝
語
」
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
為
三
条
（
亜
脱
力
）
相
一
け
ふ
（
行
）

候
由
」
と
つ
な
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
駿

河
に
い
る
「
三
条
（
亜
脱
力
）
相
」
へ
の
手
紙
の
つ
い
で
に
、
と
の
意
味

で
あ
る
。
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
人
物
は
永
正
五
年
二
月
か
ら
駿
河
に
下
向

し
て
い
た
権
大
納
言
正
親
町
三
条
実
望
（
前
出
の
公
兄
の
父
）
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
物
が
、
今
川
氏
と
義
澄
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
た
こ
と
も
、
家
永
氏
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
実
望
は
氏
親
の

同
腹
の
姉
妹
を
妻
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
義
澄
の
側
近
で
あ
っ
た
。
こ
の

人
物
を
媒
介
と
し
て
、
今
川
氏
と
義
澄
政
権
の
中
枢
部
が
連
携
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
そ
の
人
物
に
書
状
を
送
る
立
場
の
「
民
部
卿
」
は
誰
か
。
権
大
納
言
で

あ
る
実
望
と
近
し
く
、
ま
た
今
川
氏
と
も
関
わ
り
の
あ
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
宛
名
の
民
部
卿
は
、
永
正

五
年
四
月
十
七
日
に
権
大
納
言
兼
民
部
卿
で
出
家
し
た
冷
泉
為
広
と
見

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
為
広
の
子
で
あ
る
為
和
は
永
正
七
年
十
月
五
日

以
前
に
駿
河
か
ら
上
洛
し
て
お
り
、
為
広
自
身
も
永
正
十
年
に
は
駿
河
に

下
向
し
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
父
子
と
今
川
氏
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ

と
が
窺
え
よ
う
。
さ
ら
に
永
正
五
年
八
月
、
駿
河
か
ら
「
藤
民
部
□
□
人

道
」
が
上
洛
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
為
広
で
あ
ろ
う
。
彼
は
出
家
し
た
直
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後
に
駿
河
に
下
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
人
物
で
あ
れ
ば
、
駿

河
に
逗
留
す
る
実
望
に
書
状
を
送
り
、
あ
わ
せ
て
氏
親
や
宗
瑞
と
連
絡
を

と
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
宛
名
の
「
民

部
卿
」
は
冷
泉
為
広
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
時
期
を
推
定
す
る
手
掛
か
り

が
得
ら
れ
て
こ
よ
う
。
実
望
の
駿
河
下
向
に
つ
い
て
『
公
卿
補
任
』
は

「
二
月
廿
六
日
在
国
」
と
記
す
。
一
方
、
三
条
西
実
隆
は
実
望
と
の
文
の

遣
り
取
り
に
つ
い
て
「
大
納
言
（
実
望
）
、
駿
河
国
よ
り
文
お
こ
せ
た
る

に
、
四
月
一
日
、
国
へ
く
た
り
つ
き
た
り
し
、
…
…
」
と
述
べ
る
。
こ
れ

は
実
望
が
永
正
五
年
二
月
末
に
京
都
を
発
ち
、
ゆ
っ
く
り
と
旅
行
し
て
四

月
一
日
に
駿
府
に
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
京
都
か
ら
彼
に
書
状

を
出
す
話
が
出
て
く
る
の
は
、
ど
ん
な
に
早
く
て
も
三
月
か
ら
四
月
に
な

る
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
冷
泉
為
広
が
「
民
部
卿
殿
」
と
よ

ば
れ
る
の
は
、
同
年
四
月
十
七
日
の
出
家
よ
り
以
前
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、

こ
の
義
澄
の
書
状
が
書
か
れ
為
広
の
許
に
送
ら
れ
た
の
は
、
永
正
五
年
の

三
月
か
ら
四
月
半
ば
頃
に
か
け
て
の
一
月
ほ
ど
の
問
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
実
は
、
そ
の
時
期
こ
そ
、
文
末
の
「
此
書
状
披
見
以
後
早
破
之
」
と

い
う
異
様
な
一
文
が
書
か
れ
る
の
に
相
応
し
い
時
期
な
の
で
あ
る
。

　
前
年
末
か
ら
既
に
、
前
将
軍
義
尹
が
京
都
に
向
か
う
動
き
を
見
せ
て
い

た
が
、
こ
の
年
二
月
に
は
義
澄
が
「
今
出
川
（
義
尹
）
入
洛
必
定
由
注
進
」

と
し
て
、
諸
大
名
に
軍
勢
の
動
員
を
求
め
て
い
た
。
四
月
九
日
に
な
る
と
、

義
澄
や
彼
を
支
え
る
細
川
澄
元
か
ら
離
反
し
た
細
川
高
国
が
京
都
を
攻
め

る
と
の
噂
が
流
れ
、
澄
元
は
館
を
焼
い
て
近
江
国
坂
本
へ
逃
れ
た
。
翌
日
、

高
国
は
京
都
に
入
り
、
つ
い
に
十
六
日
に
は
義
澄
が
京
都
か
ら
遁
走
す
る
。

こ
う
し
た
時
期
で
あ
れ
ば
、
新
た
な
京
都
の
支
配
者
と
な
る
義
尹
側
に
こ

の
書
状
が
奪
わ
れ
て
、
見
苦
し
い
弱
音
や
今
川
氏
と
の
不
仲
が
相
手
に
洩

れ
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
宛
先
で
あ
る
民
部
卿
為
広
に
危
難
が
及
ん
だ
り

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
の
配
慮
と
し
て
「
早
破
之
」
と
述
べ
て
い

る
の
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
非
常
の
時
期
に
認
め
ら
れ

た
書
状
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
頼
り
甲
斐
の
無
い
今
川
氏
へ
の
恨
め
し
さ
が
、

殊
更
に
色
濃
く
漂
う
文
面
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
か
な
り
煩
頂
な
考
証
と
な
っ
た
が
、
以
上
の
作
業
か
ら
、
義
澄
と
義
尹

の
政
権
交
代
期
に
お
い
て
、
今
川
氏
の
立
場
を
め
ぐ
る
人
々
の
関
係
と
思

惑
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
構
図
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
義
尹
復
権
後
の
今
川
氏
は
、

新
政
権
と
の
良
好
な
関
係
を
保
つ
一
方
で
、
か
な
り
厄
介
な
問
題
を
抱
え

込
ん
で
い
た
と
も
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
遅
く
と
も
永
正
三

年
ま
で
に
は
、
今
川
氏
親
と
伊
勢
宗
瑞
は
義
尹
の
陣
営
に
属
し
て
活
動
し

て
い
た
し
、
い
ざ
義
尹
が
復
権
す
る
と
、
遠
江
守
護
を
得
る
な
ど
の
利
益

も
享
受
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
義
澄
か
ら
の
「
伝
語
」
も
直
接
に

は
効
果
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
前
将
軍
義
澄
と
の
紐
帯
で
あ
っ
た
実
望

は
氏
親
の
姻
戚
で
義
理
の
兄
弟
で
あ
り
、
あ
た
か
も
義
尹
政
権
か
ら
亡
命

す
る
か
の
如
く
駿
河
に
下
っ
て
氏
親
の
庇
護
下
に
入
り
つ
づ
け
て
い
る
。

氏
親
は
こ
の
人
物
を
見
捨
て
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
書
状
の

よ
う
な
前
将
軍
義
澄
か
ら
の
「
伝
語
」
す
な
わ
ち
働
き
か
け
の
可
能
性
を

抱
え
込
む
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
実
望
の
子
で
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あ
る
公
兄
は
永
正
四
年
か
ら
既
に
駿
河
に
下
向
し
て
い
た
。
こ
の
父
子
の

駿
河
滞
在
は
、
今
川
氏
の
ス
タ
ン
ス
が
必
ず
し
も
義
澄
と
切
り
離
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
、
義
尹
や
そ
の
周
辺
に
印
象
づ
け
る
効
果
を
持
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
。

　
時
期
的
に
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
将
軍
義
尹
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ア

キ
レ
ス
腱
を
抱
え
て
い
た
今
川
方
が
、
船
岡
山
の
戦
い
な
ど
、
義
澄
方
か

ら
の
攻
勢
を
う
け
た
義
尹
の
危
機
と
そ
の
克
服
と
い
う
展
開
を
う
け
て
、

直
ち
に
自
ら
の
「
忠
誠
」
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
、
良
馬
を
献
ず
る

な
ど
の
対
応
を
と
ろ
う
と
し
、
そ
う
し
た
書
状
を
先
ず
京
都
に
送
っ
た
も

の
の
（
「
…
…
進
覧
之
馬
者
、
春
可
上
進
之
由
候
て
、
書
状
に
ハ
被
申
候

へ
共
、
・
…
…
」
）
、
そ
れ
が
急
に
は
難
し
い
と
分
か
っ
た
た
め
、
再
度
送
り

直
し
た
も
の
が
史
料
ｊ
の
福
嶋
範
為
書
状
で
あ
っ
た
、
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
馬
の
輸
送
は
正
し
く
京
都
の
義
尹
政
権
と
の
協

調
を
図
ろ
う
と
す
る
今
川
氏
の
「
外
交
」
の
一
環
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に

重
大
な
課
題
で
あ
る
。
斯
波
氏
と
の
対
峙
と
い
う
困
難
な
情
勢
下
で
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
協
力
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
甲
斐
か
ら
信

濃
、
三
河
、
智
多
な
ど
の
諸
勢
力
で
あ
っ
た
。
甲
斐
は
武
田
氏
、
信
濃
は

小
笠
原
氏
と
の
協
調
関
係
に
よ
っ
て
ル
ー
ト
の
確
保
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
三
河
。
智
多
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

２
一

　
信
濃
か
ら
三
河
を
通
過
し
て
智
多
半
島
に
至
る
道
筋
と
い
う
と
、
ま
ず

想
起
さ
れ
る
の
は
、
現
在
の
飯
田
街
道
沿
い
に
、
加
茂
郡
の
足
助
か
ら
矢

作
川
を
渡
っ
て
豊
田
市
の
中
心
部
を
通
り
、
碧
海
郡
を
南
西
に
進
ん
で
衣

浦
湾
の
方
向
に
向
か
う
ル
ー
ト
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
設
楽
郡
か
ら
豊
川
沿

い
に
南
下
し
て
、
宝
飯
郡
や
幡
豆
郡
を
抜
け
る
ル
ー
ト
も
あ
り
得
よ
う
が
、

そ
の
地
域
に
勢
力
を
持
つ
吉
良
氏
と
の
関
係
は
、
当
時
あ
ま
り
良
好
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
こ
の

ル
ー
ト
で
は
、
智
多
へ
と
進
む
た
め
に
安
城
市
か
ら
碧
南
市
の
大
浜
に
か

け
て
勢
力
圏
を
拡
げ
て
い
る
安
城
松
平
氏
と
接
触
す
る
危
険
性
が
高
く
な

る
。
こ
の
松
平
氏
と
は
、
つ
い
数
年
前
の
三
河
侵
攻
で
激
戦
を
展
開
し
、

岩
津
の
惣
領
家
を
倒
し
た
ば
か
り
の
今
川
氏
で
あ
る
。
京
都
へ
贈
る
良
馬

を
安
全
に
運
ぶ
た
め
に
は
、
こ
の
相
手
は
、
斯
波
氏
以
上
に
剣
呑
な
存
在

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
、
飯
田
街
道
沿
い
で
あ
れ
ば
、
豊
田
市
か
ら

刈
谷
市
な
ど
の
地
域
を
経
て
、
直
接
に
智
多
の
有
力
者
で
あ
る
水
野
氏
の

勢
力
圏
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
水
野
氏
は
、
現
在
の
東
浦
町
に

属
す
る
小
河
（
緒
川
）
と
刈
谷
市
南
部
の
刈
谷
の
両
城
を
拠
点
に
、
智
多

半
島
へ
と
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
。
今
川
氏
が
智
多
半
島
で
頼
ろ
う
と
し

た
の
は
、
こ
の
水
野
氏
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
当
時
の
水
野
氏
と
今
川
氏
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

直
接
に
語
っ
て
く
れ
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
間
接
的
に
は
多
少

の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
、
京
都
で
義
尹
の
政

－107－



権
が
復
活
し
、
義
尹
自
身
も
七
月
一
日
に
征
夷
大
将
軍
に
復
帰
し
た
直
後

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
水
野
氏
の
一
人
が
京
都
に
姿
を
見
せ
る
。
ま

ず
、
七
月
二
十
二
日
、

史
料
l

　
　
左
只
風
呂
へ
入
、
各
同
道
、
帰
二
肥
田
宅
二
於
水
野
卜
云
三
川
ノ
州

　
　
住
人
二
相
逢
テ
飲
酒
ス
、
沈
酔
ス
、
…
…

　
な
ぜ
彼
が
京
都
に
い
た
か
と
い
う
と
、
下
野
守
に
任
官
す
る
と
い
う
晴

れ
舞
台
に
立
つ
た
め
で
あ
っ
た
。
八
月
四
日
に
は
、

史
料
ｍ

　
　
尾
州

　
　
水
野
右
衛
門
大
夫
〔
任
下
野
守
云
々
〕
称
礼
来
〔
携
太
刀
〕
、
大
隅

　
　
引
導
也
、
対
面
了
、

　
と
、
貴
族
た
ち
へ
挨
拶
ま
わ
り
を
す
る
姿
が
見
出
せ
る
。
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
の
下
野
守
任
官
は
、
新
行
紀
一
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
「
水
野

為
則
は
義
枝
＝
今
川
方
で
、
そ
れ
な
り
の
武
功
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
」
と
の
推
測
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
永
正
八
年
の
今
川
氏
の
献
馬
も
義

尹
政
権
と
の
協
調
の
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
水
野
氏
の
援
助
を
期
待
す
る

こ
と
は
自
然
な
展
開
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
水
野
氏
の
勢
力
圏
に
入
る
ま
で
の
三
河
の
ル
ー
ト
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。
前
記
の
よ
う
に
、
松
平
氏
と
接
触
せ
ず
に
信
濃
か
ら
進
む
た

め
の
道
筋
は
、
足
助
か
ら
豊
田
市
中
心
部
、
刈
谷
市
北
部
な
ど
を
抜
け
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
条
氏
の
勢
力
圏
で
あ
る
。
こ
の
中
条
氏
も
ま

た
、
こ
の
献
馬
の
た
め
に
今
川
氏
が
頼
っ
た
相
手
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
中
条
氏
な
ど
加
茂
郡
の
諸
勢
力
を
安
城
松
平
家
の
親
忠
が
撃
破
し
た
と

さ
れ
る
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
十
月
の
井
田
野
合
戦
は
、
信
頼
で
き
る

同
時
代
史
料
が
な
く
、
実
態
が
掴
み
に
く
い
が
、
少
な
く
と
も
西
三
河
に

お
い
て
松
平
氏
と
中
条
氏
が
協
調
的
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
出
来
事
で
は
あ
ろ
う
。
今
川
氏
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
三
河
国
内
に

お
い
て
松
平
氏
と
戦
う
場
合
、
協
力
を
期
待
で
き
る
有
望
な
勢
力
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
中
条
氏
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ

義
澄
方
＝
反
義
尹
方
（
す
な
わ
ち
今
川
氏
と
対
立
す
る
側
）
で
あ
っ
た
と

の
理
解
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
大
本
と
思
わ
れ
る
家
永
遵
嗣
氏

の
所
論
は
、
実
の
と
こ
ろ
そ
こ
ま
で
明
確
に
中
条
氏
の
立
場
を
規
定
さ
れ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
家
永
氏
の
指
摘
は
、
明
応
の
頃
に
は
義
材

（
義
尹
）
方
と
し
て
活
動
し
、
松
平
氏
と
も
対
立
し
て
い
た
中
条
氏
は
、

永
正
九
年
に
上
洛
し
た
時
に
は
「
も
は
や
三
河
に
お
け
る
義
尹
系
勢
力
の

中
心
人
物
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
家
永
氏
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
「
義
尹
の
帰
京
か
ら
ひ
ど
く
遅

れ
て
出
仕
し
て
い
る
」
（
永
正
五
年
か
ら
四
年
後
）
と
い
う
点
も
、
後
掲

の
史
料
ｐ
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ま
で
中
条
氏
が
ま
っ
た
く
上
洛
し
な
か
っ

た
の
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
永
正
九
年
に
上

洛
し
た
折
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
仮
に
、
義
尹
の

復
権
か
ら
四
年
経
っ
て
は
じ
め
て
中
条
氏
が
上
洛
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
後
述
す
る
よ
う
に
在
地
の
情
勢
な
ど
に
規
定
さ
れ
て
生
ず
る
現
象
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
中
条
氏
の
立
場
を
見
て
取
る
こ
と

は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
家
永
氏
は
そ
の
辺
り
も
含
め
て
慎
重
に
論
を
展
開
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さ
れ
た
と
田
心
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
以
後
に
は
や
や
一
人
歩
き
し

て
し
ま
っ
た
而
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
中
条
氏
と
今
川
氏
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
も
う
少
し
柔
軟
に
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
永
正
三
年
の
三
河
侵

攻
に
あ
た
っ
て
今
川
方
の
進
め
た
調
略
は
、
そ
う
し
た
角
度
か
ら
も
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

史
料
ｎ

　
　
先
度
以
状
申
述
候
、
為
其
国
（
三
河
）
合
力
、
来
十
六
日
諸
勢
可
差

　
　
越
候
、
田
原
（
戸
田
憲
光
）
申
合
、
抽
而
其
動
肝
要
候
、
例
式
於
無

　
　
沙
汰
者
不
可
然
候
、
此
方
勢
衆
逗
留
之
内
二
細
川
二
一
城
取
立
、
上

　
　
野
通
路
無
相
違
候
様
ニ
、
調
談
専
一
候
、
此
儀
就
庶
幾
者
、
各
以
近

　
　
番
、
加
西
衆
可
□
（
被
力
）
相
踏
候
、
巨
細
諸
勢
相
立
候
時
可
申
越

　
　
候
、
為
心
得
先
兼
日
申
述
候
、
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
八
月
五
日
　
　
　
　
　
　
　
（
今
川
）
氏
談
判

　
　
　
　
　
奥
平
八
郎
左
衛
門
入
道
（
貞
昌
）
殿

　
永
正
三
年
九
月
か
ら
の
三
河
侵
攻
直
前
、
額
田
郡
の
有
力
者
で
あ
る
奥

平
氏
に
送
ら
れ
た
書
状
で
あ
る
が
、
内
容
は
今
川
勢
の
動
き
に
つ
い
て
多

く
の
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
奥
平
と
田
原
の
戸
田
氏
を
味
方
に
付

け
て
、
彼
ら
を
窓
口
に
、
さ
ら
に
三
河
国
内
の
味
方
を
増
や
そ
う
と
す
る

姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
奥
平
に
対
し
て
は
「
抽
而
共
動

肝
要
候
、
例
式
於
無
沙
汰
者
不
可
然
候
」
と
積
極
的
な
貢
献
を
求
め
て
い

る
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
此
方
勢
衆
逗
留
之
内
二
細
川
二
一
城
取
立
、

上
野
通
路
無
相
違
候
様
ニ
、
調
談
専
一
候
」
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。

細
川
の
城
を
「
取
立
」
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
細
川
は
松
平
氏

の
一
族
の
城
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
此
方
勢
」
す
な
わ
ち
今
川
勢
の
威
圧
を

背
景
に
、
何
と
か
こ
ち
ら
の
支
配
下
に
入
れ
ろ
と
要
求
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
「
上
野
通
路
」
を
確
保
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
上
野
城
は
現
在
の
豊
田
市
上
郷
町
の
辺
り
に
あ
っ
た

か
ら
、
細
川
か
ら
矢
作
川
を
渡
っ
て
西
進
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
道

筋
を
確
保
す
る
こ
と
が
今
川
方
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

奥
平
た
ち
が
手
分
け
し
て
身
近
な
相
手
か
ら
調
略
を
施
し
、
矢
作
川
西
岸

の
勢
力
を
味
方
に
つ
け
て
進
軍
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
の
が
こ
こ

で
の
大
意
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
当
時
の
今
川
勢
に
と
っ
て
細
川
城
す
な
わ
ち
松
平
一

族
は
ま
だ
味
方
で
は
な
く
、
制
圧
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
較
べ
て
、
そ

の
先
の
上
野
は
、
自
分
た
ち
が
辿
り
着
く
べ
き
ひ
と
つ
の
目
的
地
な
の
で

あ
る
。
当
時
、
こ
こ
が
誰
の
居
城
で
あ
っ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
、

か
つ
て
文
明
年
間
の
頃
は
戸
田
氏
が
こ
の
地
を
領
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、

「
田
原
（
戸
田
憲
光
）
申
合
」
と
関
わ
っ
て
、
戸
田
氏
の
旧
領
回
復
へ
の

意
図
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
、

も
う
一
点
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
進
め
ば
、
今
川
勢
は
中
条

氏
と
の
連
携
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
親
に
と

っ
て
、
「
西
衆
」
す
な
わ
ち
矢
作
川
西
岸
の
勢
力
を
味
方
に
加
え
よ
う
と

す
る
時
、
松
平
氏
に
対
抗
で
き
る
中
条
氏
の
存
在
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
当
時
よ
う
や
く
遠
江
ま
で
伸
張
し
つ
つ
あ
っ
た
今
川
氏
の
勢
力
圏

を
離
れ
、
遠
く
矢
作
川
を
越
え
て
西
進
す
る
と
の
意
図
が
あ
る
以
上
、
そ

の
地
の
有
力
者
で
あ
る
中
条
氏
と
の
関
係
を
調
整
せ
ず
に
軍
を
進
め
る
の
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は
、
無
謀
と
い
う
よ
り
自
殺
行
為
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
氏
親
と
宗
瑞

に
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
の
勢
力
圏
を
離
れ
て
敵
国
に
深
入
り
し
た
と
し
て

も
、
逆
に
上
野
ま
で
辿
り
着
け
ば
旧
戸
田
勢
力
の
協
力
を
期
待
で
き
る
し
、

さ
ら
に
反
松
平
の
共
闘
が
可
能
な
中
条
氏
と
も
連
携
し
得
る
か
ら
、
却
っ

て
有
利
な
態
勢
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
読
み
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

史
料
ｎ
の
よ
う
な
、
ま
だ
未
踏
の
地
で
の
具
体
的
地
名
に
関
わ
る
指
示
を

載
せ
た
書
状
を
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
状
と
当
時
の
松
平
・

中
条
氏
ら
の
立
場
や
動
向
を
重
ね
て
見
れ
ば
、
今
川
勢
の
三
河
侵
攻
が
、

中
条
氏
と
の
連
携
を
基
本
戦
略
と
し
な
が
ら
計
画
・
実
行
さ
れ
た
と
推
測

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
考
え
れ
ば
、
永
正
八
年
に
今
川
氏
が
、

京
都
へ
の
献
馬
に
際
し
て
三
河
を
通
過
す
る
た
め
に
中
条
氏
を
頼
る
こ
と

は
、
十
分
に
想
定
が
可
能
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
西
三

河
に
は
、
今
川
氏
と
敵
対
す
る
松
平
氏
、
今
川
氏
と
距
離
を
と
り
つ
つ
動

揺
す
る
吉
良
氏
、
義
尹
政
権
と
協
調
し
よ
う
と
す
る
今
川
氏
を
援
助
す
る

中
条
氏
や
水
野
氏
な
ど
が
並
び
立
つ
構
図
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
。

五

　
今
川
氏
を
援
助
す
る
こ
と
で
は
お
そ
ら
く
足
並
み
を
揃
え
て
い
た
中
条

氏
と
水
野
氏
で
あ
る
が
、
西
三
河
で
隣
接
す
る
勢
力
同
士
と
し
て
は
、
む

し
ろ
競
合
し
あ
う
関
係
と
も
な
る
。
そ
の
点
で
注
目
し
た
い
の
が
次
の
史

料
で
あ
る
。

史
料
ｏ

　
　
　
御
猿
投
山
立
願
之
次
第

　
　
二
月
も
う
て
の
□
□
く
ハ
ん
（
願
）
の
事
、
御
初
を
（
穂
）
十
二

　
　
　
銭
、

　
　
一
、
此
ま
ゝ
本
之
こ
と
く
に
候
ハ
ヽ
、
御
大
刀
一
腰
進
上
の
事
、

　
　
一
、
本
地
は
か
り
あ
ん
と
（
安
堵
）
仕
候
ハ
ヽ
、
御
と
う
み
や
う
せ

　
　
　
ん
（
灯
明
銭
）
　
一
ヶ
月
二
五
十
疋
宛
進
上
可
申
候
、
年
記
者
六
年
、

　
　
一
、
重
原
庄
悉
地
（
知
）
行
候
ハ
ヽ
、
毎
年
御
神
馬
・
御
大
刀
に
あ

　
　
　
い
候
そ
う
へ
（
造
営
）
の
勧
進
二
可
参
事
、

　
　
一
、
当
国
を
は
な
（
離
）
れ
す
し
て
本
意
を
た
つ
（
達
）
し
候
ハ
ヽ
、

　
　
　
一
七
日
参
龍
可
申
事
、

　
　
　
　
右
願
書
如
件
、

　
　
于
時
永
正
六
稔
八
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
行
武
（
花
押
）

　
こ
の
願
文
を
猿
投
社
に
捧
げ
た
藤
原
行
武
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で

あ
る
の
か
。
重
原
庄
と
の
関
係
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
手

掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
に

さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
新
行
紀
一
氏
は
「
鎌
倉
・
室
町
期

に
重
原
荘
を
領
有
し
た
」
「
二
階
堂
氏
の
一
員
と
も
推
定
で
き
る
」
と
さ

れ
つ
つ
も
、
「
断
定
で
き
な
い
」
と
の
留
保
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
村
岡

幹
生
氏
も
「
二
階
堂
一
族
の
末
裔
と
す
る
説
が
あ
る
」
と
紹
介
し
つ
つ
も
、

断
定
を
避
け
る
慎
重
さ
を
保
た
れ
た
。
勿
論
こ
の
史
料
に
つ
い
て
最
も
良

心
的
な
対
応
は
、
そ
う
し
た
不
明
点
に
無
理
に
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
で
あ
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る
が
、
小
稿
で
は
少
し
異
な
る
角
度
か
ら
敢
え
て
推
測
を
重
ね
て
み
た
い
。

そ
の
際
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
や
は
り
重
原
庄
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
こ
の
願
文
で
行
武
は
「
重
原
庄
悉
地
（
知
）
行
候
ハ
ヽ
」
と
述
べ
る
。

重
原
庄
は
現
在
の
豊
田
市
南
西
部
か
ら
知
立
市
・
刈
谷
市
な
ど
に
か
け
て

広
が
る
荘
園
で
あ
り
、
そ
の
地
を
「
悉
」
く
知
行
す
る
と
は
、
西
三
河
で

も
有
数
の
地
域
勢
力
と
し
て
の
支
配
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
願
文
だ
か
ら
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
だ
け
と
の
見
方
も
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
ま
で
「
此
ま
ヽ
本
之
こ
と
く
に
候
ハ
ゝ
」
「
本
地
は
か
り
あ
ん
と
（
安

堵
）
仕
候
ハ
こ
と
、
現
状
維
持
。
本
領
回
復
の
着
実
な
順
番
で
願
い
を

積
み
重
ね
て
い
る
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
で
あ
ま
り
荒
唐
無
稽
な
飛

躍
を
み
せ
る
の
も
奇
妙
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
勿
論
簡
単
で
は
な
い
に

し
て
も
、
う
ま
く
い
け
ば
重
原
庄
の
制
圧
も
可
能
で
は
と
思
え
る
だ
け
の

勢
力
を
、
も
と
も
と
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
当
時
、

重
原
庄
に
接
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
内
部
に
勢
力
を
持
つ
、
藤
原
姓
の
有

力
者
が
あ
っ
た
こ
と
は
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
重
原
庄
の
北
東
に
所
領
が
広
が
る
中
条
氏
は
、
た
と
え
ば
長
享
元
年

二
四
八
七
）
に
将
軍
義
尚
が
六
角
高
頼
征
討
の
た
め
近
江
に
向
か
っ
た

時
の
記
録
で
あ
る
「
長
享
元
年
九
月
十
二
日
常
徳
院
（
義
尚
）
殿
様
江
州

御
動
座
当
時
在
陣
衆
着
到
」
の
中
に
「
中
条
大
夫
判
官
〔
藤
原
〕
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
確
か
に
藤
原
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
も
そ
も
「
尊
卑
分
脈
」
が
中
条
氏
を
藤
原
氏
の
子
孫
と
し
て
載

せ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
次
に
重
原
庄
南
部
の
刈
谷
に
進

出
し
て
い
た
水
野
氏
が
藤
原
姓
を
称
し
て
い
た
こ
と
も
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』

な
ど
を
引
き
な
が
ら
、
新
行
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
と
も
に
、
当

時
の
一
族
名
を
伝
え
る
正
確
な
系
図
な
ど
は
な
く
確
認
は
で
き
な
い
が
、

こ
の
藤
原
行
武
は
い
ず
れ
か
の
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
こ
の
場
合
に
は
や
は
り
水
野

氏
を
外
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
願
文
は
前
記
の
よ
う
に
現
状
維
持

か
ら
本
領
回
復
へ
と
願
い
を
よ
り
大
き
く
し
て
い
く
。
逆
に
い
え
ば
、
こ

の
頃
の
藤
原
行
武
の
一
族
は
か
つ
て
の
所
領
を
失
う
な
ど
の
逆
境
に
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の
水
野
氏
の
状
況
を
そ
の
よ
う
に
捉

え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
十
五
世
紀
末
ま
で
に
は
智
多
郡
小
河
か
ら

碧
海
郡
の
刈
谷
へ
と
、
衣
浦
湾
周
辺
に
勢
力
を
拡
大
し
、
ま
た
前
年
の
永

正
五
年
に
は
水
野
為
則
が
上
洛
し
て
下
野
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
む
し

ろ
興
隆
期
を
迎
え
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
為
則

の
上
洛
は
「
当
国
を
は
な
（
離
）
れ
す
し
て
」
と
の
願
い
か
ら
も
乖
離
し

　
一
方
、
中
条
氏
の
場
合
に
は
、
以
上
の
要
件
が
き
れ
い
に
当
て
は
ま
る
。

た
し
か
に
当
時
の
中
条
氏
は
「
奉
公
者
分
限
者
、
莫
過
中
条
、
其
次
者

宮
・
陶
山
・
小
早
河
等
是
也
」
と
い
わ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
三
河
の

現
地
で
は
既
に
十
五
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
中
条
常
周
が
領
内
の
猿
投

社
に
対
し
て
、
以
前
に
中
条
氏
か
ら
寄
進
し
た
所
領
に
つ
い
て
、
配
下
の

三
宅
周
防
守
に
任
せ
て
い
る
が
、
そ
の
の
ち
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と

尋
ね
る
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
現
地
を
掌
握
す
る
こ
と
が
出
来

な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
は
、
猿
投
社
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の
拝
殿
造
営
に
関
し
て
、
「
大
施
主
三
宅
筑
前
守
家
次
」
と
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
か
つ
て
は
中
条
氏
が
果
た
し
て
い
た
猿
投
社
へ
の
保
護
も
、

も
は
や
配
下
の
武
士
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。
同
年
に

は
、
中
条
氏
が
三
宅
た
ち
と
と
も
に
安
城
の
松
平
親
忠
と
井
田
野
に
戦
い
、

敗
北
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
十
六
世
紀
に
入
る
頃
ま
で
に
は
、
三
河
の

現
地
で
中
条
氏
の
勢
力
は
減
退
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ

う
し
た
中
条
氏
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
時
に
そ
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と

す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
み
せ
、
さ
ら
に
は
足
元
の
弱
さ
を
も
顧
み
ず
に
隣

接
す
る
重
原
庄
へ
の
進
出
ま
で
も
意
図
し
て
い
た
の
か
、
却
っ
て
奇
妙
で

あ
る
と
、
一
見
す
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
そ
う
し
た
意
図
を
生
ぜ
し
む
る
条
件
が
、
当
時
の
西
三
河
に
突

如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
れ
ば
説
明
が
っ
く
の
で
は
な
い

か
。

　
さ
ら
に
重
要
な
の
は
「
当
国
を
は
な
（
離
）
れ
す
し
て
本
意
を
た
つ

（
達
）
し
候
ハ
ゝ
」
の
部
分
で
あ
る
。
中
条
氏
の
場
合
、
三
河
で
の
類
勢

を
立
て
直
す
と
い
う
目
的
（
本
意
）
を
達
成
す
る
た
め
に
も
、
三
河
の
現

地
を
離
れ
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
奉
公
衆
と
し

て
在
京
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
そ
う
し

た
中
条
氏
の
意
図
が
具
体
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

史
料
ｐ

　
　
右
五
ヶ
番
之
着
到
事
、
永
正
九
壬
申
冬
比
、
一
番
之
中
条
従
三
河
有

　
　
上
洛
、
為
外
様
衆
可
有
出
仕
旨
被
中
上
候
間
、
一
番
衆
言
上
之
趣
者
。

　
　
往
古
者
雖
為
外
様
衆
、
慈
照
院
殿
（
足
利
義
政
）
様
代
、
中
条
依
有

　
　
自
訴
子
細
、
一
番
衆
被
人
出
頭
、
無
其
隠
者
也
、
所
詮
先
々
惣
番
着

　
　
到
可
備
　
上
覧
之
由
申
上
、
伊
勢
守
貞
陸
注
置
着
到
を
、
楢
葉
近
江

　
　
入
遊
借
出
備
　
上
覧
候
処
、
則
被
聞
召
分
、
為
一
番
衆
可
致
出
頭
趣

　
　
被
仰
出
詑
、
然
間
其
剋
、
此
着
到
各
写
置
、
所
持
之
候
者
也
。

　
こ
れ
は
正
し
く
、
三
河
か
ら
離
れ
な
い
ま
ま
で
、
現
地
で
の
頽
勢
の
立

て
直
し
と
い
う
「
本
意
」
を
達
成
し
た
い
と
い
う
願
文
の
文
面
と
一
致
す

る
内
容
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
史
料
ｏ
の
願
文
は
、
中
条
氏
の
一

族
で
あ
る
行
武
に
よ
っ
て
、
猿
投
社
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
、
文
面
と
当
時
の
状
況
と
を
最
も
整
合
的
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　
こ
こ
で
小
稿
で
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
を
振
り
返
る
と
、
永
正
三
年
か
ら

の
今
川
氏
の
三
河
侵
攻
は
（
東
三
河
で
は
今
橋
の
牧
野
氏
を
攻
め
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
）
西
三
河
で
は
松
平
氏
と
対
決
姿
勢
を
見
せ
る
一

方
、
矢
作
川
を
越
え
た
西
岸
地
域
で
は
中
条
氏
な
ど
の
勢
力
と
連
携
す
る

可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
明
応
二
年

に
は
松
平
氏
に
よ
っ
て
一
敗
地
に
塗
れ
、
地
域
の
覇
権
を
失
い
つ
つ
あ
っ

た
中
条
氏
（
や
そ
の
下
に
集
う
加
茂
郡
の
領
主
た
ち
）
に
と
っ
て
、
起
死

回
生
の
好
機
と
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
今
川
氏
の
侵
攻
に
よ

っ
て
三
河
の
既
成
秩
序
が
打
撃
を
受
け
た
（
た
と
え
ば
中
条
氏
の
勢
力
圏

に
隣
接
す
る
松
平
氏
の
岩
津
惣
領
家
の
衰
亡
な
ど
。
こ
れ
は
中
条
氏
に
と

っ
て
は
、
対
抗
勢
力
か
ら
の
圧
力
の
減
退
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
）
こ
と

も
、
従
来
の
枠
を
越
え
て
中
条
氏
が
活
動
の
可
能
性
を
広
げ
る
条
件
を
、

一
時
的
に
せ
よ
生
み
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
永
正
六
年
と
い
う
段
階
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で
、
中
条
氏
が
唐
突
に
重
原
庄
の
支
配
と
い
う
願
望
を
打
ち
出
し
た
の
も
、

そ
う
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
ま
た
、
そ
の
条
件
を
活
か
す
た
め
に
は
中

条
一
族
は
現
地
で
の
活
動
に
集
中
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
史
料
ｐ

の
よ
う
な
志
向
を
永
正
九
年
に
な
っ
て
示
し
た
こ
と
も
、
一
般
的
な
在
国

へ
の
思
い
と
い
う
以
上
に
、
当
時
の
西
三
河
の
特
殊
具
体
的
な
様
相
か
ら

あ
ら
わ
れ
て
き
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
時
期
的
な
連
関
か
ら
考

え
て
も
、
史
料
ｏ
・
ｐ
と
も
に
、
や
は
り
今
川
氏
に
よ
る
三
河
侵
攻
か
ら

生
じ
た
波
動
の
一
端
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
、
筆
者
に
は
理
解

さ
れ
る
。

　
な
お
、
前
記
の
よ
う
に
、
史
料
ｐ
の
文
面
か
ら
は
中
条
氏
が
義
尹
の
復

権
の
の
ち
、
永
正
九
年
ま
で
ず
っ
と
上
洛
し
な
か
っ
た
の
か
、
三
河
と
京

都
を
行
き
来
す
る
中
で
永
正
九
年
の
上
洛
時
に
覚
悟
を
決
め
て
在
国
を
願

っ
た
こ
と
が
こ
う
記
さ
れ
た
の
か
、
断
定
は
し
に
く
い
と
思
う
。
た
だ
、

仮
に
永
正
九
年
ま
で
四
年
間
、
京
都
の
義
尹
の
も
と
に
や
っ
て
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
中
条
氏
を
取
り
巻
く
西

三
河
の
現
実
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
直
ち
に
義
尹
と

中
条
氏
と
の
疎
隔
を
示
す
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

六

　
史
料
ｏ
の
検
討
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
取
り
あ
げ
た
の
は
、
中
条

氏
が
こ
の
よ
う
な
願
文
を
捧
げ
、
ま
た
実
際
に
そ
う
し
た
活
動
を
重
原
庄

で
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
水
野
氏
と
の
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
文
明
年
間
の
頃
、
重
原

庄
南
部
の
刈
谷
を
一
族
の
拠
点
と
し
て
い
た
水
野
氏
に
と
っ
て
、
史
料
ｏ

の
よ
う
な
中
条
氏
の
動
き
は
明
ら
か
に
脅
威
と
な
る
。
そ
の
点
で
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
あ
と
暫
く
、
ち
ょ
う
ど
重
原
庄
近
辺
で
生
じ
た
と
思
わ
れ

る
戦
闘
が
、
史
料
に
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

史
料
ｑ

　
　
祇
庵
主
（
宗
祇
）
古
人
も
し
ほ
（
藻
塩
）
草
か
き
あ
っ
め
た
る
連
歌

　
　
老
葉
と
い
ふ
ぁ
り
、
三
河
国
水
野
藤
九
郎
近
守
、
こ
の
心
々
を
磯
の

　
　
あ
ら
く
（
粗
々
）
し
る
し
侍
て
と
て
、
五
と
せ
（
年
）
六
と
せ
の

　
　
さ
き
（
前
）
よ
り
料
紙
を
送
り
も
て
来
ぬ
、
人
の
心
を
や
ふ
ら
し
と

　
　
と
ゝ
　
（
留
）
め
っ
れ
と
、
心
詞
あ
る
は
た
く
（
巧
）
ミ
に
し
、
あ
る

　
　
ハ
艶
に
し
て
、
さ
ら
に
を
し
（
教
）
　
へ
は
か
（
計
）
る
へ
き
事
に
あ

　
　
ら
（
非
）
さ
れ
ハ
う
ち
お
き
っ
っ
、
こ
の
夏
ま
か
（
罷
）
り
の
ほ
り

　
　
侍
る
ほ
と
に
、
か
の
国
（
三
河
）
、
信
濃
・
尾
張
の
国
よ
り
打
入
て
、

　
　
八
橋
の
わ
た
（
辺
）
り
、
あ
し
か
る
（
足
軽
）
　
い
ふ
物
み
た
（
狼
）

　
　
り
か
ハ
し
く
て
、
里
の
か
よ
（
通
）
ひ
も
や
す
か
ら
ぬ
に
、
近
守
自

　
　
身
送
り
む
か
（
迎
）
　
へ
難
謝
に
や
、
こ
の
墾
（
懇
）
望
さ
（
避
）
り

　
　
所
な
く
て
、
又
硯
に
む
か
（
向
）
へ
と
、
句
こ
と
に
心
の
底
い
ひ
し

　
　
ら
す
、
た
ヽ
し
り
あ
ひ
の
お
ほ
（
覚
）
ゆ
る
は
か
り
を
、
所
々
か
た

　
　
は
し
（
片
端
）
か
（
書
）
き
く
は
（
加
）
ふ
る
に
な
む
、
よ
そ
の
き

　
　
ら
（
綺
羅
）
ハ
さ
も
あ
ら
ハ
あ
れ
、
古
人
の
こ
ゝ
ろ
お
そ
ろ
し
く
、

　
こ
れ
は
永
正
十
七
年
（
一
五
二
〇
）
、
宗
長
が
刈
谷
城
主
水
野
近
守
の

た
め
に
宗
祇
の
連
歌
集
「
老
葉
」
に
注
釈
を
付
し
た
『
老
葉
集
』
を
記
し
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た
時
の
、
巻
首
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
年
の
夏
、
八
橋
周
辺
が
戦
場
に
な

り
、
上
洛
の
途
中
で
立
ち
往
生
し
た
宗
長
は
、
近
守
が
乗
り
出
し
て
く
れ

た
お
か
げ
で
窮
地
を
脱
し
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
で
難
解
な
の
は
「
信

濃
・
尾
張
の
国
よ
り
打
人
て
」
の
部
分
で
あ
る
。
隣
国
尾
張
は
と
も
か
く
、

な
ぜ
こ
こ
に
信
濃
の
兵
が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
し
か
し
、
こ
の
戦
闘
の
一

方
の
当
事
者
が
中
条
氏
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
足
助
か
ら
現
在
の
飯
田
街

道
沿
い
に
進
む
、
ち
ょ
う
ど
史
料
ｊ
で
今
川
氏
が
京
都
へ
の
献
馬
を
送
っ

た
よ
う
な
道
筋
を
媒
介
と
し
て
、
信
濃
の
勢
力
と
連
絡
を
持
ち
、
時
に
は

そ
の
援
軍
を
求
め
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の

史
料
を
、
信
濃
な
ど
か
ら
の
兵
も
加
え
て
重
原
庄
へ
の
侵
攻
の
た
め
に
南

下
す
る
中
条
勢
が
、
ち
ょ
う
ど
八
橋
の
辺
り
で
対
抗
勢
力
と
衝
突
し
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
す
れ
ば
、
「
信
濃
」
の
意
味
も
通
り
、
ま
た

史
料
ｏ
・
ｐ
な
ど
と
も
整
合
的
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、

中
条
勢
を
迎
え
撃
っ
た
の
は
、
「
尾
張
」
す
な
わ
ち
小
河
か
ら
の
援
兵
を

出
し
た
水
野
氏
で
は
な
か
っ
た
か
。
近
守
が
わ
ざ
わ
ざ
戦
場
の
中
で
宗
長

の
救
援
に
向
か
う
こ
と
が
出
来
た
の
も
、
彼
が
ま
っ
た
く
の
第
三
者
と
し

て
他
人
の
戦
い
に
割
り
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
一
方
の
兵
力
を
率
い
る
当

事
者
で
あ
っ
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
史
料
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。

史
料
ｒ

　
　
此
国
（
三
河
）
、
折
ふ
し
俄
に
矛
楯
す
る
事
有
て
、
矢
作
。
八
橋
を

　
　
は
え
渡
ら
す
、
舟
に
て
同
国
水
野
和
泉
守
（
近
守
）
館
、
苅
屋
一
宿
。

　
　
尾
張
知
多
郡
常
滑
、
水
野
紀
三
郎
宿
所
、
一
日
、
野
間
と
云
所
、
義

　
　
朝
の
墓
あ
り
、
爰
よ
り
伊
勢
大
湊
へ
わ
た
り
、
山
田
に
つ
き
侍
り
。

　
こ
ち
ら
は
「
宗
長
手
記
」
の
一
節
で
、
大
永
二
年
（
一
五
こ
こ
の
記

事
で
あ
る
。
宗
長
は
再
び
三
河
で
の
戦
乱
に
遭
遇
し
た
。
彼
は
宝
飯
郡
の

本
野
が
原
か
ら
西
へ
進
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
出
来
ず
に
三

河
湾
を
舟
で
刈
谷
に
入
っ
た
と
い
う
。
理
由
は
「
矢
作
・
八
橋
」
の
辺
り

の
戦
闘
の
た
め
、
陸
路
を
取
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
矢
作
が
出
て
き

て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
に
は
松
平
氏
の
介
入
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
八
橋
と
い
う
の
は
、
二
年
前
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
中
条
氏
と
水

野
氏
が
絡
ん
だ
衝
突
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
し
た
衝
突
の
結
果
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、
史
料
が
な
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
以
降
に
中
条
氏
の
勢
力
が
こ
の
周
辺
に
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

し
、
む
し
ろ
水
野
氏
が
尾
張
の
織
田
と
三
河
の
松
平
の
間
で
、
よ
り
存
在

感
を
増
し
て
い
っ
た
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
今

川
氏
の
三
河
侵
攻
か
ら
の
波
動
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
、
一
連
の
中
条
氏
の

活
動
は
、
正
し
く
一
時
的
な
昂
揚
に
よ
る
足
掻
き
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ

り
、
結
局
得
る
と
こ
ろ
の
な
い
、
十
六
世
紀
は
じ
め
の
西
三
河
で
展
開
し

た
「
徒
花
」
で
あ
っ
た
と
い
お
う
か
。
以
後
、
中
条
氏
は
西
三
河
を
代
表

す
る
勢
力
と
し
て
の
存
在
感
を
再
び
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

七

雑
駁
な
試
論
の
提
示
に
終
止
し
た
が
、
い
ず
れ
も
西
三
河
の
動
向
を
捉
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え
る
上
で
目
を
向
け
て
お
き
た
い
諸
勢
力
の
動
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て

展
望
し
て
く
る
と
、
今
川
氏
の
存
在
が
こ
の
地
域
に
与
え
た
影
響
が
ど
れ

だ
け
大
き
か
っ
た
か
を
、
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
大

き
な
存
在
が
影
を
落
と
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
永
正
年
間
と
い
う
十
六
世

紀
は
じ
め
の
時
期
が
、
特
に
西
三
河
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
段
階

で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

　
幕
府
政
治
と
連
動
し
た
今
川
氏
の
三
河
侵
攻
や
「
外
交
」
の
動
き
は
、

西
三
河
の
諸
勢
力
の
動
向
に
強
く
波
動
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
そ
れ
ら
の
諸
勢
力
は
現
地
で
の
利
害
に
よ
っ
て
新
た
な
動
き
も

見
せ
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
要
素
が
絡
み
あ
っ
て
、
西
三
河
の
政
治
・
軍
事

の
構
図
が
作
ら
れ
て
い
く
複
雑
な
展
開
を
、
整
合
的
に
辿
っ
て
い
く
こ
と

が
、
当
該
期
の
理
解
の
た
め
に
は
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は
そ
う

し
た
試
み
の
た
め
に
、
や
や
踏
み
込
ん
だ
推
測
も
含
め
て
論
点
を
整
理
し

て
い
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
今
後
へ
の
課
題
ば
か
り
が
残
っ

た
内
容
で
あ
る
が
、
取
り
敢
え
ず
の
中
間
報
告
と
し
て
提
示
し
た
い
と
思

う
。
折
し
も
安
藤
重
和
先
生
に
は
愛
知
教
育
大
学
を
御
退
職
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
筆
者
が
本
学
に
採
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
先
生
に
多
く

の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
本
学
に
奉
職
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
筆
者
が
愛

知
県
域
に
関
わ
る
研
究
に
踏
み
込
む
こ
と
も
叶
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
先
生
へ
の
感
謝
の
思
い
を
示
す
た
め
に
も
、
今
回
は
三
河
史

に
関
わ
る
論
考
を
献
呈
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
う
し

た
中
間
報
告
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
安
藤
先
生
な
ら
び
に
読
者
諸
賢
に
お
詫

び
申
し
上
げ
た
い
。

【
注
】

（
１
）
新
行
氏
「
岡
崎
と
安
城
の
松
平
家
」
（
「
新
編
岡
崎
市
史
　
二

　
中
世
」
〔
一
九
八
九
年
、
岡
崎
市
〕
第
三
章
第
一
節
）
。

（
２
）
平
野
氏
「
三
河
松
平
一
族
」
（
二
〇
〇
二
年
、
新
人
物
往
来
社
）

　
の
特
に
松
平
親
忠
と
長
忠
に
つ
い
て
の
記
述
部
分
。
一
二
三
～
一
九

　
九
頁
。

（
３
）
村
岡
氏
「
安
城
松
平
二
代
道
閲
の
時
代
」
（
『
新
編
安
城
市
史

　
一
　
通
史
編
　
原
始
・
古
代
’
中
世
』
〔
二
〇
〇
七
年
、
安
城
市
〕

　
第
一
〇
章
第
一
節
）
。

（
４
）
「
金
言
和
歌
集
」
は
「
狂
歌
大
観
　
第
一
巻
　
本
編
」
（
一
九
八

　
三
年
、
明
治
書
院
）
所
収
の
も
の
に
拠
っ
た
。
他
に
、
『
続
群
書
類

　
従
　
第
二
十
三
輯
下
』
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
「
群
書
解
題
　
第
二
十
一
」
所
収
「
金
言
和
歌
集
」
解
説
（
井
浦

　
芳
氏
執
筆
）
。

（
６
）
家
永
氏
「
室
町
幕
府
将
軍
権
力
の
研
究
」
（
一
九
九
五
年
、
東
京

　
大
学
日
本
史
研
究
室
）
三
七
五
、
四
〇
二
頁
。

（
７
）
末
柄
氏
「
細
川
氏
の
同
族
連
合
体
制
の
解
体
と
畿
内
領
国
化
」
（
石

　
井
進
氏
編
「
中
世
の
法
と
政
治
」
[
一
九
九
二
年
、
吉
川
弘
文
館
〕

　
所
収
）
。

（
８
）
注
六
に
同
じ
。

（
９
）
平
野
氏
注
二
前
掲
害
一
四
〇
頁
。

（
1
0
）
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
氏
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』
二
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九
七
四
年
、
岩
波
書
店
）
　
一
四
三
八
頁
。

介
］
）
新
行
氏
注
一
前
掲
論
文
五
五
八
頁
。

（
1
2
）
同
前
。

（
1
3
）
家
永
氏
注
六
前
掲
書
四
〇
二
頁
。

（
1
4
）
拙
稿
「
永
正
前
後
の
吉
良
氏
に
つ
い
て
」
（
『
尾
張
。
三
河
武
土

　
に
お
け
る
歴
史
再
構
築
過
程
の
研
究
（
平
成
十
六
年
度
～
平
成
十
八

　
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
）
研
究
成
果
報
告
書
）
』

　
〔
二
〇
〇
七
年
、
研
究
代
表
者
青
山
幹
哉
〕
所
収
）
。

（
1
5
）
小
稿
で
は
岩
波
文
庫
版
「
宗
長
手
記
」
（
島
津
忠
夫
氏
校
注
）
を

　
用
い
る
。
以
下
、
そ
の
頁
数
を
記
す
。
八
頁
。

（
1
6
）
注
十
四
前
掲
拙
稿
。

（
1
7
）
「
宗
長
手
記
」
十
四
頁
。

（
1
8
）
同
八
十
一
真
。

（
1
9
）
同
十
二
頁
。

（
2
0
）
『
静
岡
県
史
　
資
料
編
七
　
中
世
三
』
（
一
九
九
四
年
、
静
岡
県
）

　
所
収
史
料
四
二
二
号
（
以
下
、
静
三
一
四
二
二
の
よ
う
に
略
記
）
、

　
『
愛
知
県
史
　
資
料
編
一
〇
　
中
世
三
』
（
二
〇
〇
九
年
、
愛
知
県
）

　
所
収
史
料
七
〇
一
号
（
以
下
、
愛
三
一
七
〇
一
の
よ
う
に
略
記
）
。

（
2
1
）
家
永
氏
注
六
前
掲
害
四
〇
四
頁
以
降
。

（
2
2
）
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
史
料
で
あ
る
が
、
「
三
州
堀
切
霊
松
山
常

　
光
寺
年
代
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
〈
ガ
リ
版
刷
〉
に
て
閲

　
覧
。
原
本
は
戦
災
で
焼
失
と
い
う
）
で
は
永
正
七
年
の
出
来
事
と
し
て

　
「
駿
河
勢
、
従
大
菩
薩
引
間
之
城
へ
懸
、
大
河
内
城
強
間
、
退
足
二
普
済

　
寺
。
火
。
掛
、
一
時
。
本
末
共
炎
上
」
と
記
す
。
こ
の
戦
い
が
永
正
七
年

　
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
大
河
内
側
の
抵
抗
も
厳
し
く
、

　
今
川
勢
も
攻
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
今
川
の
将

　
で
あ
る
朝
比
奈
方
の
証
言
に
拠
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
『
宗
長
手
記
』
と

　
は
異
な
る
角
度
か
ら
戦
い
の
様
相
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
常
光
寺
は
現
在
の
渥
美
町
内
に
あ
る
寺
院
で
あ
り
、
浜
松
や
引
馬
の
情

　
勢
に
つ
い
て
も
、
情
報
を
得
る
便
宜
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
注
十
四
前
掲
拙
稿
。

（
氾
一
）
愛
三
ー
七
二
三
。

（
2
5
）
静
三
ー
四
一
七
（
但
し
、
こ
の
史
料
を
永
正
三
年
の
も
の
と
推
定

　
し
て
い
る
）
、
愛
三
一
七
二
二
。

（
2
6
）
『
宗
長
手
記
』
十
一
頁
以
降
。

（
2
7
）
静
三
一
五
四
六
、
愛
三
一
七
六
五
。

（
2
8
）
静
三
一
五
三
四
・
五
四
六
’
五
四
七
・
五
四
九
～
五
五
二
・
五
七

　
○
～
五
七
三
。

（
2
9
）
永
正
五
年
五
月
、
大
内
義
興
が
義
尹
と
と
も
に
上
洛
し
て
く
る
時
、

　
お
そ
ら
く
そ
の
軍
勢
の
構
成
員
と
し
て
「
□
護
代
杉
ノ
次
郎
左
衛
門
」

　
や
「
□
護
代
ス
キ
ノ
カ
モ
ン
」
な
ど
の
名
前
が
見
え
る
（
飯
倉
晴
武

　
氏
「
「
梵
恕
記
」
に
つ
い
て
」
〔
『
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
祈
念
論
集

　
古
記
録
の
研
究
』
、
一
九
七
〇
、
続
群
書
類
従
完
成
会
〕
に
紹
介
さ

　
れ
た
「
梵
恕
記
」
同
年
五
月
の
記
事
よ
り
）
。
ま
た
、
永
正
六
年
六

　
月
十
七
日
に
は
、
近
江
国
如
意
嶽
で
、
義
澄
方
の
三
好
之
長
の
軍
勢

　
を
「
京
兆
（
細
川
高
国
）
被
官
、
其
外
大
内
衆
杉
・
陶
等
、
畠
山
被
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官
遊
佐
衆
悉
二
三
万
人
」
が
撃
破
し
て
い
る
（
「
拾
芥
記
」
〔
『
改
定

　
史
籍
集
覧
　
第
廿
四
冊
』
所
収
の
も
の
を
使
用
〕
同
日
条
よ
り
）
。

（
3
0
）
静
三
ー
四
七
八
。

（
3
1
）
「
静
岡
県
史
」
の
按
文
は
「
永
正
四
、
五
年
頃
の
足
利
義
尹
書
状

　
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
さ
れ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
残
念
な
が

　
ら
従
い
難
い
。

（
3
2
）
家
永
氏
注
六
前
掲
書
三
八
一
丁
四
〇
七
頁
に
か
け
て
の
記
述
。

（
3
3
）
『
公
卿
補
任
』
永
正
五
年
の
実
望
の
項
に
¬
二
月
廿
六
日
在
国
」

　
と
あ
る
。

（
3
4
）
注
三
十
二
に
同
じ
。

（
3
5
）
『
公
卿
補
任
』
永
正
五
年
の
為
広
の
項
に
「
四
月
十
七
日
落
髪
」

　
と
あ
る
。

（
3
6
）
静
三
一
五
二
五
。

（
3
7
）
「
為
広
駿
州
下
向
日
記
」
（
「
為
広
下
向
記
（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
）
』

　
〔
二
〇
〇
一
年
、
朝
日
新
聞
社
〕
所
収
）
。

（
3
8
）
静
三
一
四
八
〇
。

（
3
9
）
静
三
一
四
七
八
も
こ
の
「
民
部
卿
」
を
「
冷
泉
為
広
力
」
と
比
定

　
さ
れ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
0
）
注
三
十
三
に
同
じ
。

（
4
1
）
静
三
ー
四
七
一
。

（
4
2
）
『
多
聞
院
日
記
』
永
正
四
年
十
二
月
廿
七
日
条
に
「
筑
紫
公
方
様

　
御
上
洛
、
安
芸
国
カ
マ
リ
ト
云
所
迄
御
着
云
々
、
自
周
防
山
口
四
十

　
里
在
之
云
々
」
と
あ
る
。

（
4
3
）
永
正
五
年
二
月
廿
日
・
廿
三
日
分
の
「
御
内
書
案
」
（
「
続
群
書
類

　
従
　
第
二
十
三
輯
下
」
所
収
）
よ
り
。

（
4
4
）
こ
れ
ら
の
経
緯
は
「
拾
芥
記
」
に
よ
る
。

（
4
5
）
静
三
一
四
七
六
。

（
4
6
）
新
行
氏
注
一
前
掲
論
文
五
五
七
頁
。

（
4
7
）
新
行
紀
一
氏
「
水
野
氏
の
刈
谷
進
出
」
（
『
刈
谷
市
史
　
二
　
本

　
文
（
近
世
）
』
〔
一
九
九
四
年
、
刈
谷
市
〕
第
一
章
第
一
節
）
。

（
4
8
）
新
行
氏
注
四
十
七
前
掲
論
文
は
小
河
水
野
氏
二
代
為
則
に
比
定
さ

　
れ
る
。

（
4
9
）
飯
倉
晴
武
氏
注
二
十
九
前
掲
論
文
よ
り
。

（
5
0
）
愛
二
千
七
一
八
。

（
5
1
）
新
行
氏
注
四
十
七
前
掲
論
文
。

（
5
2
）
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
「
新
編
安
城
市
史
　
五
　
資
料
編
　
古
代

　
・
中
世
」
（
二
〇
〇
四
年
、
安
城
市
）
で
は
、
こ
の
項
目
の
関
係
史

　
料
と
し
て
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
の
松
平
長
勝
の
譜
を
引
か
れ
て
い

　
る
。

（
5
3
）
た
と
え
ば
注
三
前
掲
『
新
編
安
城
市
史
　
一
　
通
史
編
』
の
四
五

　
五
・
五
〇
八
頁
な
ど
。

（
5
4
）
家
永
氏
注
六
前
掲
害
四
〇
三
頁
。

（
5
5
）
静
三
ー
四
〇
六
、
愛
三
一
六
八
八
。

（
5
6
）
文
亀
元
年
（
一
五
〇
コ
八
月
十
六
日
付
の
松
平
一
門
連
判
状

　
（
愛
三
ー
六
一
四
）
に
は
「
細
川
次
郎
親
世
」
の
名
が
見
え
る
。
平
野

　
明
夫
氏
は
こ
れ
を
大
給
乗
元
に
比
定
さ
れ
る
（
平
野
氏
注
二
前
掲
書
一
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五
九
～
一
六
〇
頁
）
。

（
5
7
）
『
豊
田
市
史
　
一
　
自
然
・
原
始
・
古
代
・
中
世
』
（
一
九
七
六

　
年
、
豊
田
市
）
五
四
九
頁
以
降
（
新
行
紀
一
　
・
太
田
正
弘
氏
執
筆
部

　
分
）
。

（
5
8
）
　
愛
三
一
七
三
五
。

（
5
9
）
新
行
氏
注
四
十
七
前
掲
論
文
。

（
6
0
）
村
岡
氏
注
三
前
掲
論
文
。

（
6
1
）
「
群
書
類
従
　
第
二
十
九
輯
」
所
収
。

（
6
2
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
「
尊
卑
分
脈
　
第
一
篇
」
三
七
三
頁
。

（
6
3
）
新
行
氏
注
四
十
七
前
掲
論
文
。

（
6
4
）
現
存
の
水
野
系
図
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
新
行
氏
注
四
十
七
前
掲

　
論
文
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
6
5
）
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
六
月
八
日
条
。

（
6
6
）
こ
の
人
物
の
発
給
文
書
と
し
て
は
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
の

　
寄
進
状
（
愛
一
丁
二
〇
五
〇
）
と
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
の
書
下

　
（
愛
一
丁
二
二
九
六
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
お
お
よ
そ
十
五
世
紀
半

　
ば
過
ぎ
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
人
物
と
い
え
よ
う
。

（
6
7
）
愛
ニ
ー
二
二
九
七
。
但
し
、
こ
の
文
書
は
年
次
が
未
詳
で
あ
る
。

（
6
8
）
愛
三
一
二
Ｉ
八
八
。

（
6
9
）
愛
三
一
七
九
一
。

（
7
0
）
史
料
ｐ
と
の
関
係
で
、
史
料
ｏ
を
中
条
氏
の
一
族
に
よ
る
願
文
と

　
す
べ
き
こ
と
は
、
今
村
伸
昭
氏
「
中
条
氏
の
支
配
体
制
と
衰
退
」
（
愛

　
知
教
育
大
学
二
〇
〇
五
年
度
卒
業
論
文
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
1
）
愛
三
一
丸
二
八
。

（
7
2
）
『
宗
長
手
記
』
十
五
頁
。
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